
『
集
刊

東
洋
学
』
邸
号

後
漢
順
帝
期
の
人
事
制
度
改
革
に
つ
い
て

は
じ
め
に

)
後
漢
順
帝
期
(
一
二
五
一
四
四
)
は
後
漢
後
半
百
年
の
始
ま
り

材
の
時
期
に
あ
た
る
。
こ
の
時
期
は
、
続
ス
桓
帝
国
盤
帝
・
献
帝
期
に

て
比
べ
、
研
究
対
象
と
な
る
こ
と
は
少
な
い
。
し
か
し
順
帝
期
は
孝
康

叫
史
上
、
画
期
と
み
な
さ
れ
る
陽
嘉
元
(
一
一
一
一
一
一
)
年
の
孝
廉
改
革
(
以

恥
下
、
孝
康
改
革
と
略
称
す
る
O
)

が
行
わ
れ
た
時
期
で
も
あ
る
。
孝

蹴
廉
は
、
察
挙
(
所
謂
、
「
郷
挙
里
選
」
o

以
下
、
「
察
挙
」
を
用
い
る
O
)

制
の
中
で
も
、
毎
年
行
わ
れ
る
常
科
で
あ
り
、
最
重
要
科
目
で
、
人
材

人
登
用
の
根
本
制
度
で
あ
る
。
か
か
る
制
度
の
改
革
は
、
政
治
・
社
会

伽
史
上
の
諸
問
題
を
正
確
に
把
握
す
る
上
で
欠
か
せ
な
い
。
さ
ら
に
順

附
帝
期
の
人
事
制
度
の
解
明
は
、
和
帝
・
安
帝
桓
帝
霊
帝
期
の
政

《

2
v

仰
向
抽
問
題
は
も
と
よ
り
、
刺
史
の
「
行
政
官
化
」
問
題
や
軍
制
上
の
問

題
を
考
え
る
上
で
も
意
味
が
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
後
漢
の
人
事
制

幻
度
の
再
検
討
を
通
し
て
、
後
漢
の
宮
僚
制
即
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
、

中

本

亮

圭

ま
た
後
漢
史
の
中
で
の
順
帝
期
を
再
定
義
す
る
為
の
、
一
つ
の
指
標

を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。
な
お
本
稿
で
は
、
第
一
章
で
研
究

史
整
理
、
第
二
章
で
砕
召
制
、
第
三
章
で
陽
嘉
の
孝
康
改
革
、
第
四

章
で
官
吏
選
考
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
考
察
を
加
え
る
。
ま
た
煩
雑

に
な
る
の
を
避
け
る
た
め
、
『
後
漢
書
」
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
本
紀
・

列
伝
以
下
の
情
報
の
み
記
す
こ
と
と
す
る
。

第
一
章
、
研
究
史
整
理

後
漢
の
人
事
制
度
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ

る
わ
け
だ
が
、
重
要
な
要
素
を
あ
げ
れ
ば
、
「
官
吏
登
用
制
度
」
、
「
砕

召
制
」
、
「
徴
召
制
」
、
及
び
「
官
吏
選
考
」
で
あ
ろ
う
。
官
吏
登
用
・

砕
召
・
徴
召
は
、
厳
密
に
は
異
な
る
が
、
「
選
挙
」
で
言
え
ば
、
「
挙
」

に
あ
た
り
、
官
吏
選
考
は
「
選
」
に
あ
た
る
。
本
稿
で
は
、
官
吏
登

用
制
度
の
う
ち
孝
廉
に
つ
い
て
、
ま
た
砕
召
と
官
吏
選
考
と
を
論
述



4

の
対
象
と
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
テ
l
マ
ご
と
に
研
究
が
進
め
ら
れ
、

2

研
究
成
果
も
膨
大
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ
て
孝
康
、
砕
召
、

官
吏
選
考
の
そ
れ
ぞ
れ
に
研
究
史
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
は
孝
廉
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
孝
康
も
含
め
た
官
吏
登
用
制

度
全
体
に
つ
い
て
は
、
福
井
重
艇
に
よ
っ
て
研
究
が
深
め
ら
れ
て
い

る
の
で
、
こ
こ
で
は
特
に
孝
廉
改
革
に
関
わ
る
も
の
に
つ
い
て
整
理

す
る
。左

雄
の
上
品
一
酉
に
基
づ
く
陽
嘉
元
年
の
孝
康
改
革
は
、
人
事
制
度
研

究
の
上
で
日
中
と
も
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
改
革
の
内
容
に

つ
い
て
は
、
限
年
制
(
年
齢
制
限
)
、
課
試
制
(
試
験
)
、
覆
試
制

(
再
試
験
)
の
三
本
柱
に
よ
っ
て
成
り
、
被
察
挙
者
の
質
の
低
下
の

改
善
や
門
閥
化
傾
向
抑
止
の
政
策
と
し
て
、
意
味
を
有
す
る
と
理
解

さ
れ
る
。
以
下
、
主
立
っ
た
研
究
の
特
徴
を
ま
と
め
る
。

ま
ず
黄
留
珠
は
、
「
限
年
・
考
試
の
制
」
と
し
て
理
解
し
、
刺
史
目

太
守
園
相
に
よ
る
孝
康
制
度
の
腐
敗
に
対
す
る
改
普
策
が
孝
康
改
革

で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
。

陳
茂
間
は
、
=
一
本
柱
の
う
ち
限
年
制
を
重
視
し
、
地
方
の
大
姓
の

権
力
拡
大
、
選
挙
請
託
に
対
応
す
る
た
め
の
改
革
で
あ
っ
た
と
す
る
。

間
歩
却
は
、
課
試
制
を
重
視
し
、
孝
廉
が
、
本
来
の
「
孝
」
と
「
康
」

で
は
な
く
な
り
、
経
学
の
知
識
や
文
書
作
成
の
技
術
が
求
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
。

ま
た
福
山
間
は
、
限
年
制
・
課
試
制
が
行
わ
れ
た
と
し
て
理
解
す
る
。

陽
嘉
の
孝
康
改
革
に
つ
い
て
、
前
後
の
政
治
状
況
も
含
め
て
巨
視

的
観
点
か
ら
評
価
し
た
の
が
束
晋
次
で
あ
る
。
東
の
指
摘
は
特
に
重

要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
要
点
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
如
く
な
ろ

う
。
す
な
わ
ち
、
①
地
方
社
会
に
お
け
る
大
姓
・
農
民
反
乱
が
多
発

し
て
い
た
。
②
こ
れ
ら
腐
敗
の
根
本
原
因
は
地
方
長
官
た
る
太
守
・

県
令
に
あ
る
。
③
ま
た
刺
史
は
監
察
を
怠
り
、
三
公
は
不
適
格
者
た

ち
を
「
一
等
上
の
砕
召
」
に
よ
っ
て
官
界
に
と
り
た
て
る
。
③
一
方

で
彼
ら
太
守
・
令
長
の
不
正
も
甚
だ
し
い
。
⑤
当
該
時
期
、
外
戚
・

宣
官
豪
族
の
選
挙
請
託
に
よ
っ
て
孝
康
は
制
度
と
し
て
壊
乱
状
態

に
あ
っ
た
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
状
況
に
対
し
て
、
地
方
社
会
を
立
て
な
お
す
た
め
に
は
、
太

守
・
県
令
に
適
任
者
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
孝
牒
制
度
を
立

て
な
お
す
た
め
に
は
、
選
挙
請
託
を
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
「
限

年
制
」
、
「
課
試
制
」
を
実
施
す
る
必
要
が
あ
っ
た
、
と
そ
の
意
義
を

規
定
し
て
い
る
。
な
お
束
は
限
年
制
課
試
制
の
二
本
柱
と
し
て
理

解
し
て
い
る
。

東
の
孝
廉
理
解
に
お
け
る
①
、
②
、
④
に
つ
い
て
は
、
指
摘
通
り

の
状
況
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
③
の
孝
牒
改
革
ま
で
に

砕
召
制
が
隆
盛
し
た
と
す
る
点
、
⑤
の
刺
史
・
太
守
・
県
令
の
人
事

権
、
外
戚
・
宣
{
呂
・
豪
族
に
よ
る
選
挙
請
託
の
理
解
に
つ
い
て
は
若

干
疑
問
が
残
る
。
砕
召
に
つ
い
て
は
本
論
で
検
討
す
る
と
し
て
、
刺

史
、
太
守
、
県
令
人
事
の
選
考
に
つ
い
て
は
、
後
漢
の
人
事
制
度
上
、



孝
廉
改
革
に
よ
っ
て
は
、
直
接
的
な
改
革
に
繋
が
ら
な
叫
o

ま
た
少

な
く
と
も
宣
官
に
よ
る
選
挙
請
託
に
つ
い
て
は
、
「
徴
召
」
の
形
態

で
行
わ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
東
の
指
摘
す
る
如
く
、
孝

康
改
革
に
よ
る
最
重
要
課
題
が
、
地
方
社
会
の
混
乱
を
解
消
す
る
こ

と
に
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
刺
史
・
太
守
の
人
選
を
厳
し
く
す
る

方
が
、
直
接
的
効
果
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

続
い
て
砕
召
制
の
研
究
史
に
つ
い
て
整
理
す
る
。
砕
召
に
関
す
る

研
究
は
古
く
か
ら
存
在
す
る
。
後
漢
に
お
い
て
重
視
さ
れ
る
僻
召
は

「
中
央
砕
召
」
(
以
下
、
本
論
で
用
い
る
砕
召
は
中
央
僻
召
を
指
す
も

)
の
と
す
る
。
)
で
あ
る
。
僻
召
は
準
人
事
制
度
と
さ
れ
、
基
本
的
な

村
人
事
制
度
で
あ
る
孝
康
の
体
系
と
は
異
な
る
。
た
だ
孝
康
は
、
同
じ

て
察
挙
科
目
の
「
茂
才
」
に
比
べ
、
昇
進
の
際
の
ル

I
ト
が
煩
雑
に
な

山
る
し
、
そ
の
茂
才
で
す
ら
も
、
時
期
が
下
る
に
つ
れ
て
、
拒
絶
の
対

恥
象
と
な
り
、
徴
召
や
砕
召
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
封
。
こ
の
畔
召

腕
の
意
味
が
、
後
漢
に
お
い
て
こ
と
さ
ら
重
視
さ
れ
る
の
は
、
被
砕
召

A
M》

川
者
の
高
官
就
任
の
事
例
が
多
い
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
「
門
生
・
故
吏

封

す

百

》

川
天
下
に
循
と
と
の
文
言
に
象
徴
さ
れ
る
社
会
状
況
を
作
り
出
し
た

期
制
度
的
要
因
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
の
が
僻
召
制
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

《

mv

附
漢
貌
交
替
の
際
に
も
こ
の
制
度
が
効
果
的
に
活
用
さ
れ
た
0

4
 

制
こ
の
砕
召
制
研
究
で
基
礎
的
か
つ
最
重
要
な
も
の
は
、
永
田
英
正

《
川

μ
》

《

nV

5

の
研
究
で
あ
る
。
永
田
は
「
公
府
僻
召
↓
捻
属
↓
高
第
↓
侍
御
史
↓

2

刺
史
」
と
い
う
エ
リ
ー
ト
・
コ
ー
ス
と
し
て
の
僻
召
の
モ
デ
ル
を
提

示
し
た
。
こ
の
勝
召
に
よ
る
昇
進
の
優
位
性
は
明
帝
期
か
ら
み
え
、

後
漢
後
期
に
定
着
し
た
と
理
解
す
る
。

An)

《

M
V

こ
れ
に
続
く
研
究
と
し
て
福
井
、
西
川
利
文
が
あ
げ
ら
れ
る
。
い

ず
れ
も
永
田
の
理
解
を
継
承
し
て
い
る
が
、
砕
召
の
定
着
期
に
つ
い

て
は
若
干
見
解
が
異
な
る
。
福
井
は
、
永
田
同
様
、
後
漢
後
期
と
し

て
理
解
す
る
。
一
方
、
西
川
は
定
着
期
に
つ
い
て
は
「
遅
く
と
も
章

帝
期
」
と
し
、
ま
た
砕
召
に
よ
っ
て
急
速
に
昇
進
で
き
る
よ
う
に
な

る
だ
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
「
順
帝
期
頃
」
と
す
る
。

問
題
と
な
る
の
は
先
の
孝
康
改
革
の
問
題
で
も
疑
問
視
し
た
、
僻

召
の
定
着
期
に
つ
い
て
で
あ
る
。
現
在
、
収
集
し
得
る
事
例
の
上
で

は
、
砕
召
事
例
は
各
時
期
に
確
認
で
き
、
順
帝
期
以
降
一
挙
に
増
加

す
る
。
し
か
し
概
ね
順
帝
期
よ
り
前
に
定
着
し
て
い
た
と
さ
れ
、
順

帝
期
は
弊
害
が
具
体
化
し
た
時
期
と
理
解
さ
れ
る
。
だ
が
史
料
的
根

拠
が
峻
味
で
あ
り
、
再
検
討
の
必
要
性
が
あ
ろ
う
。

最
後
に
官
吏
選
考
に
つ
い
て
研
究
史
を
ま
と
め
る
。
官
吏
選
考
に

つ
い
て
は
、
具
体
的
に
扱
っ
た
研
究
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
主

《

お

》

な
研
究
と
し
て
は
紙
屋
正
和
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
紙
屋
は
、

三
公
と
尚
書
の
官
吏
選
考
の
権
限
に
つ
い
て
言
及
し
、
=
一
公
府
が
人

選
を
行
う
に
足
る
機
関
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
。
ま
た
後
漢
後
期
に

な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
前
漢
と
異
な
っ
て
諸
々
の
責
任
を
負
わ
な
く

な
っ
て
い
っ
た
点
も
あ
わ
せ
て
指
摘
し
て
い
る
。

か
か
る
認
識
に
つ
い
て
は
、
渡
遺
将
智
等
と
も
共
通
す
る
も
の
で
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あ
ろ
う
。
た
だ
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
コ
一
公
府
が
官
吏
選
考
を

2

充
分
に
呆
た
し
う
る
に
足
る
機
関
と
化
し
た
時
期
に
つ
い
て
検
討
す

る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
、
研
究
史
を
簡
単
に
整
理
し
た
。
そ
の
上
で
、
本
論
で
検
討

す
る
問
題
点
に
つ
い
て
、
要
約
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
①
陽

嘉
の
孝
康
改
革
に
お
け
る
左
雄
の
意
図
は
何
で
あ
っ
た
の
か
②
僻
召

制
定
着
の
時
期
は
い
つ
か
③
三
公
府
が
官
吏
選
考
を
充
分
に
呆
た
し

得
る
に
足
る
機
関
と
化
し
た
の
は
い
つ
か
、
で
あ
る
。
こ
れ
ら
各
種

の
人
事
制
度
を
、
個
別
的
に
で
は
な
く
総
合
的
に
連
関
さ
せ
て
、
-

つ
の
流
れ
の
中
で
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
二
章
、
辞
召
制

(
一
)
僻
召
制
浸
透
の
時
期

研
究
史
整
理
で
触
れ
た
よ
う
に
、
砕
召
が
重
視
さ
れ
る
の
は
「
公

府
燐
召
↓
公
府
橡
腐
↓
侍
御
史
↓
刺
封
」
の
昇
進
ル
l
ト
が
出
現
、

顕
在
化
し
た
こ
と
に
よ
る
。
時
召
そ
れ
自
体
の
事
例
は
、
か
な
り
古

《

犯

》

く
か
ら
確
認
で
き
る
。
し
か
し
砕
召
を
経
た
者
の
事
例
が
単
発
的
で

は
な
く
、
か
つ
上
記
の
ル
l
ト
、
も
し
く
は
近
似
の
ル
l
ト
を
経
て
、

高
官
に
い
た
る
ケ
I
ス
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど

早
く
は
な
い
。
ま
た
侍
御
史
や
、
後
に
侍
御
史
か
ら
選
ば
れ
る
よ
う

に
な
る
刺
史
が
、
本
来
の
職
掌
に
加
え
て
有
事
出
軍
の
際
、
督
察
す

ベ
く
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
安
帝
期
以
降
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
点
に
お
い
て
も
、
重
視
す
べ
き
は
安
帝
以
降
の
事
例
と
す
べ
き
で

あ
る
O

K

後
漢
に
於
い
て
上
記
ル
l
ト
を
経
て
宰
相
た
る
三
公
に
至
っ
た
最

初
期
の
ケ
l
ス
は
、
橋
玄
、
科
器
、
楊
乗
の
=
一
人
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ

れ
の
経
歴
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
橋
玄
は
『
後
漢
書
」
本
伝
で
は
、
経
肢
が
判
然
と
し
な
い
が
、

《

mv

『
察
中
郎
集
』
巻
一
「
故
太
尉
橋
公
廟
碑
」
に
よ
っ
て
詳
細
な
経
歴

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

司
徒
府
に
僻
召
さ
れ
て
侍
御
史
と
な
り
、
一
度
罷
免
さ
れ
た
あ
と
、

《
初
V

上
公
の
大
将
軍
に
再
度
砕
召
さ
れ
て
侍
御
史
と
な
っ
た
が
、
旬
月
に

し
て
涼
州
刺
史
に
還
っ
た
と
い
う
。
「
大
将
軍
梁
公
」
に
僻
召
さ
れ
、

「
先
夷
匪
茄
し
、
腕
漢
を
震
躍
」
し
た
と
い
う
か
ら
、
隣
召
さ
れ

た
の
は
陽
嘉
三
(
二
ニ
五
)
年
前
後
の
事
と
思
わ
れ
る
。

続
い
て
科
需
に
つ
い
て
は
、
順
帝
の
末
年
に
侍
御
史
と
な
っ
て
い

《

位

》

る
か
ら
、
砕
召
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
以
前
の
時
期
と
な
ろ
う
。

A

辺》

ま
た
楊
乗
は
「
年
四
十
品
開
」
で
司
空
府
に
僻
召
さ
れ
た
と
い
う
。

楊
乗
の
生
没
年
は
永
元
四
(
九
一
己
年
か
ら
延
官
官
八
(
一
六
五
)
年

と
推
定
さ
れ
る
か
ら
、
僻
召
さ
れ
た
時
期
は
順
帝
の
永
建
六

(
一
三
二
年
か
ら
永
和
五
(
一
四

O
)
年
の
聞
と
思
わ
れ
る
。
司

空
府
に
砕
召
さ
れ
た
後
、
侍
御
史
、
刺
史
と
選
っ
て
い
る
。

以
上
確
認
し
た
よ
う
に
、
「
公
府
僻
召
↓
公
府
抜
腐
↓
侍
御
史
↓



刺
史
」
の
ル

I
ト
を
た
ど
っ
て
高
位
に
至
る
ケ
I
ス
が
見
え
る
の
は

順
帝
期
の
中
頃
か
ら
後
半
頃
に
か
け
て
で
あ
る
。
こ
れ
以
前
に
見
ら

れ
る
砕
召
の
ケ
l
ス
は
、
極
め
て
単
発
的
で
あ
り
、
ま
た
最
終
的
に

高
位
高
官
に
至
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
経
歴
そ
の
も
の
が
判
然
と
し

な
い
よ
う
な
事
例
ば
か
り
で
あ
組
。
一
方
、
こ
の
三
者
の
ケ
ー
ス
以

降
、
近
似
の
昇
進
ル

I
ト
を
経
て
高
位
高
官
に
至
る
ケ
ー
ス
が
多
々

磁
認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
三
者
の
ケ

1
ス
は
、
そ
の
後
の
経

歴
を
見
る
に
、
中
原
地
域
の
鎮
撫
に
あ
た
る
ケ
l
ス
、
い
わ
ゆ
る
辺

境
の
軍
事
指
令
官
と
な
る
ケ
l
ス
、
す
な
わ
ち
文
官
的
ケ
l
ス
と
武

)
官
的
コ

l
ス
と
が
と
も
に
見
え
て
お
り
、
特
殊
ケ

l
ス
で
は
な
い
。

林
こ
の
よ
う
に
制
度
的
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
「
砕
召
」
が
実
施
さ
れ

て
た
の
は
、
順
帝
の
治
世
に
お
い
て
で
あ
る
。
陽
嘉
元
年
の
段
階
で
は
、

引
畔
召
制
の
弊
害
が
現
れ
て
い
る
と
ま
で
は
見
な
し
難
い
o

寧
ろ
事
例

恥
の
あ
ら
わ
れ
方
か
ら
み
て
、
陽
嘉
の
孝
康
改
革
と
前
後
し
て
砕
召
制

服
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
定
着
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ

湖
、
っ
か
。

人の
附
明帝順前六後

(
二
)
侍
御
史
選
考
方
法
の
一
本
化

昨
召
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
、
僻
召
と
は
切
り
離
せ
な
い
侍
御
史
に

つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
侍
御
史
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
砕
召
さ
れ

7

高
第
に
挙
げ
ら
れ
て
後
、
就
任
す
る
ポ
ス
ト
で
あ
り
、
刺
史
は
侍
御

2

史
よ
り
選
ば
れ
る
。
ま
た
侍
御
史
そ
れ
自
体
、
有
事
の
際
に
諸
州
郡

の
兵
を
率
い
て
討
伐
に
あ
た
る
な
ど
、
後
漢
に
お
い
て
は
き
わ
め
て

《
お
》

重
要
な
官
職
で
あ
っ
た
。

こ
の
侍
御
史
の
任
官
方
法
に
つ
い
て
は
『
漢
儀
』
等
の
制
度
に
関

す
る
史
料
に
見
え
る
。
そ
れ
は
概
ね
同
系
統
の
史
料
と
考
え
ら
れ
る

が
、
最
も
情
報
畳
が
多
く
、
後
漢
の
制
度
に
つ
い
て
一
言
及
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
察
質
の
『
漢
官
典
職
儀
式
選
用
』
に
、

し公
て 法Z
真府
に 捻
奔腐
さの
る高
。第

も
て
之

補
す

初
め
守
を
稿
し

満
歳

【
初
日

と
あ
る
。
「
公
府
捻
属
高
第
も
て
之
に
補
す
」
と
い
う
選
任
方
法
は

前
漢
よ
り
確
認
で
き
、
後
漢
へ
と
継
承
さ
れ
た
も
の
と
田
囚
わ
れ
る
。

ま
た
任
官
さ
れ
て
一
年
の
聞
は
守
侍
御
史
と
称
す
、
す
な
わ
ち
仮
に

任
官
さ
れ
た
状
態
で
、
一
年
の
後
、
正
式
に
任
命
さ
れ
る
と
い
う
。

《幻》

察
質
は
後
漢
霊
帝
の
頃
の
街
尉
で
あ
り
、
桓
霊
帝
以
前
の
後
漢

及
び
前
漢
も
含
め
た
漢
の
制
度
全
体
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
後
漢

後
期
の
認
識
で
も
、
両
漢
通
じ
て
宰
相
府
の
捻
・
腐
の
高
第
か
ら
選

任
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
理
解
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

選
任
対
象
に
つ
い
て
、
他
の
方
法
が
あ
っ
た
事
を
示
す
史
料
と
し

て
、
『
太
平
御
覧
』
巻
二
二
七
職
官
部
二
五
「
侍
御
史
」
の
項
に

《

mv

引
か
れ
る
司
馬
彪
の
『
績
漢
志
』
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
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議・
郎・

と
あ
り
、
か
か
る
侍
御
史
の
選
任
方
法
の
理
解
に
つ
い
て
は
、
『
後

漢
書
』
に
見
え
る
事
例
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
し
、
ま
た
先
行
研
究

の
理
解
も
、
こ
の
枠
を
超
え
る
事
は
な
い
。

一
方
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
史
料
と
し
て
『
通
典
』
巻

二
四
・
職
官
六
「
侍
御
史
」
の
項
の
記
事
が
あ
る
。
『
通
典
』
に
し

か
見
え
な
い
箇
所
を
引
用
す
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

順
帝
復
た
他
選
を
紹
ち
、
専
ら
宰
土
を
用
い
、
コ
一
欽
有
れ
ば
、

二
一
府
各
お
の
一
り
、
血
静
劾
案
章
す
。
事
大
小
と
無
く
、
尚
書
は

受
成
す
る
の
み
。
威
烈
赫
突
と
し
、
敢
へ
て
之
を
犯
す
も
の
莫

1
レ。

侍
御
史
の
選
任
方
法
は
、
「
通
典
』
も
含
め
て
、
各
種
の
制
度
史

料
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
公
府
捻
腐
の
高
第
」
か
ら
選
ぶ

場
合
と
、
か
つ
て
刺
史
や
太
守
で
あ
っ
た
も
の
、
も
し
く
は
議
郎
や

《鈎】

郎
中
か
ら
任
官
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。
し
か
し
順
帝
の
時
代
に
、
侍

御
史
の
任
官
方
法
を
「
公
府
抜
腐
の
高
第
」
か
ら
選
ぶ
方
法
に
一
本

化
し
た
、
と
す
る
。
な
お
公
府
の
「
拳
劾
案
章
」
以
下
、
「
尚
書
受
成
」

ま
で
の
手
続
き
は
、
当
該
期
の
、
官
吏
選
考
の
基
本
的
手
続
き
と
同

じ
で
あ
る
o

A

相】

前
漢
で
は
宰
相
府
捻
腐
の
高
第
よ
り
任
官
す
る
と
い
う
選
任
方
法

で
あ
っ
た
が
、
後
漢
に
入
る
と
、
刺
史
・
太
守
経
験
者
や
議
郎
・
郎

中
か
ら
選
任
さ
れ
る
ケ
l
ス
も
出
て
き
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
刺
史
・

太
守
経
験
者
や
議
郎
・
郎
中
か
ら
選
任
さ
れ
る
事
例
が
確
認
で
き
る

の
は
、
『
通
典
』
の
述
べ
る
通
り
、
「
他
選
を
紹
ち
、
専
ら
宰
士
を
用
」

い
た
と
い
う
順
帝
期
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。

以
後
、
次
章
で
引
用
す
る
が
、
同
年
閏
十
二
月
辛
卯
の
詔
に
見
え

る
よ
う
に
、
刺
史
お
よ
び
郡
太
守
の
人
事
権
が
=
一
公
府
に
委
任
さ
れ

た
と
、
「
詔
」
等
公
的
な
文
書
に
も
見
え
る
よ
う
に
な
る
。

先
に
触
れ
た
畔
召
に
お
け
る
昇
進
ル

l
ト
で
、
侍
御
史
は
三
公
の

幕
僚
か
ら
公
的
な
地
位
に
遷
り
か
わ
る
重
要
な
位
置
に
あ
っ
た
。
刺

史
が
侍
御
史
よ
り
選
ば
れ
る
事
例
が
多
い
点
と
併
せ
て
考
え
る
な
ら

ば
、
こ
の
詔
の
意
味
合
い
は
、
単
な
る
・
刺
史
・
二
千
石
人
事
問
題

で
は
留
ま
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

本
章
で
確
認
し
た
点
を
要
約
す
れ
ば
次
の
如
く
な
る
。
①
人
事
制

度
上
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
エ
リ
ー
ト
目
コ
ー
ス
と
し
て
の
「
僻
召

制
」
が
行
わ
れ
は
じ
め
る
の
は
順
帝
期
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
。
②
僻

召
制
に
か
か
わ
る
侍
御
史
の
選
抜
方
法
や
、
そ
の
選
考
を
行
う
三
公

へ
の
人
事
権
の
委
任
お
よ
び
権
限
の
所
在
が
こ
と
さ
ら
確
認
さ
れ
だ

す
の
も
順
帝
期
で
あ
っ
た
。

か
か
る
変
化
が
見
い
だ
せ
る
時
期
に
行
わ
れ
た
の
が
陽
嘉
の
孝
康



改
革
で
あ
っ
た
。
次
節
で
は
そ
の
孝
康
改
革
に
つ
い
て
検
討
を
加
え

た
し

第
三
章
、
陽
嘉
の
孝
廉
改
革

(
二
概
観

本
章
で
は
順
帝
期
の
人
事
制
度
改
革
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
前
章

で
確
認
し
た
よ
う
に
、
陽
嘉
年
間
の
前
後
に
人
事
問
題
に
関
す
る
制

度
的
変
化
が
確
認
で
き
る
。
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
変
化
と
あ
わ
せ
て
、

)
こ
の
改
革
の
意
義
を
捉
え
直
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

日
刊
な
お
本
上
言
で
対
象
と
し
て
い
る
「
孝
康
」
は
、
毎
年
定
数
を
察

て
挙
す
る
常
科
に
つ
い
て
で
あ
る
。
孝
膝
の
察
挙
権
は
大
将
軍
三
公

叫
九
卿
お
よ
び
州
刺
史
・
郡
の
太
守
、
園
相
が
有
し
て
い
た
。
福
井
重

比
雅
の
試
算
に
よ
れ
ば
、
和
帝
時
代
に
は
郡
国
の
孝
康
だ
け
で
、

側
二
百
六
十
に
近
い
数
が
毎
年
察
挙
さ
れ
て
い
目
。
大
将
軍
公
卿
の

川
年
ご
と
の
察
挙
数
は
判
然
と
し
な
い
が
、
大
将
軍
・
二
一
公
の
場
合
、

必
茂
才
・
廉
吏
が
一
名
と
二
名
、
九
卿
は
廉
吏
が
一
名
な
い
し
二
名
で

伽
あ
る
の
で
、
孝
康
に
つ
い
て
も
、
公
卿
の
察
挙
総
数
は
年
間
二
十
名

酬
に
満
た
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

側
具
体
的
に
陽
嘉
の
孝
廉
改
革
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。
基
本
史

9

料
と
な
る
の
は
『
後
漢
紀
』
巻
十
八
「
順
帝
紀
」
陽
嘉
二
年
四
月
候

2

「
左
雄
附
伝
」
、
『
後
漢
書
』
巻
六
「
順
帝
紀
」
陽
嘉
元
年
十
一
月
保

及
び
列
伝
五
一
「
左
雄
伝
」
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
そ
の
概
要

を
確
か
め
た
い
。

詔
発
布
に
至
る
ま
で
の
経
緯
は
、
本
伝
に
「
陽
嘉
元
年
、
太
事
新

成
」
と
の
文
一
吉
が
あ
り
、
そ
の
記
事
に
続
い
て
、
孝
廉
改
革
に
関
わ

る
上
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。
左
雄
の
上
言
の
時
期
は
、
陽
嘉
元
年
の

A

“v
 

太
学
新
成
後
、
す
な
わ
ち
八
月
丙
辰
二
三
日
)
後
、
陽
嘉
元
年

十
一
月
辛
卯
(
一
八
日
)
の
詔
発
布
よ
り
前
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

続
い
て
具
体
的
な
上
言
内
容
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
左
雄
伝
に
は
、

郡
園
の
孝
康
、
古
の
貢
士
、
出
で
て
は
則
ち
宰
民
た
り
て
、
風

教
を
宣
協
す
。
若
し
其
れ
面
脂
な
れ
ば
、
則
ち
施
し
用
う
る
所

無
し
。
孔
子
日
く
四
十
に
し
て
惑
わ
ず
と
、
槌
稀
す
ら
く
強
仕

と
。
請
、
つ
ら
く
は
今
よ
り
孝
廉
年
凹
十
に
満
た
ざ
れ
ば
、
察
撃

す
る
を
得
ざ
れ
。
皆
な
先
ず
公
府
に
諮
ら
し
め
、
諸
生
に
は
家

法
を
試
し
、
文
吏
に
は
股
奏
を
課
し
、
之
を
端
門
に
副
し
、
其

の
虚
賞
を
繰
り
、
以
て
異
能
を
観
、
以
て
風
俗
を
美
と
せ
ん
。

科
令
を
承
け
ざ
る
者
有
れ
ば
、
其
の
罪
法
を
正
さ
ん
。
若
し
茂

才
異
行
有
れ
ば
、
自
ら
年
歯
に
拘
わ
ら
ざ
る
べ
し
。

と
あ
る
。
こ
の
上
言
か
ら
見
い
だ
せ
る
孝
藤
改
革
の
特
徴
を
挙
げ
れ

ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
陽
嘉
の
孝
廉
改
革
の
大
前
提
が
「
郡
園
」

の
孝
康
科
に
限
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
八
ム
卿
・
刺
史
の
察
挙
は



。
対
象
と
な
っ
て
い
な
い
。

3

特
徴
は
大
き
く
一
一
一
点
あ
り
、
一
点
目
は
郡
国
孝
康
の
察
挙
に
際
し

て
、
「
限
年
四
十
以
上
」
す
な
わ
ち
限
年
制
の
導
入
を
、
ま
た
二
点

A

必
)

目
は
「
諸
生
通
章
句
、
文
吏
能
牒
奏
」
す
な
わ
ち
課
試
制
の
導
入
を

提
唱
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
三
公
府
に
お
い
て
と
り

お
こ
な
わ
せ
た
。
二
一
点
目
は
、
「
副
之
端
門
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
一

般
に
「
覆
試
制
」
と
一
吉
わ
れ
、
尚
書
蓋
に
よ
る
「
再
試
験
」
と
し
て

理
解
さ
れ
る
。
二
一
点
目
に
つ
い
て
は
、
後
で
詳
し
く
検
討
す
る
。
な

お
こ
れ
に
付
帯
し
て
、
「
茂
才
異
行
」
の
者
は
限
年
制
に
抵
触
さ
せ

な
い
旨
、
加
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
上
言
の
結
果
が
本
紀
六
「
順
帝
紀
」
陽
嘉
元
年
十
一
月
辛
卯

僚
に
見
え
る
詔
、
す
な
わ
ち
、

辛
卯
、
初
め
て
郡
園
に
令
し
て
孝
康
を
挙
げ
し
む
る
に
、
年

四
十
以
上
に
限
り
、
諸
生
は
章
句
に
通
じ
、
文
吏
は
賎
奏
を
能

く
し
て
、
乃
ち
選
に
際
ず
る
を
得
し
む
。
其
の
茂
才
異
行
、
顔

淵
子
奇
の
若
き
も
の
有
れ
ば
、
年
歯
に
拘
ら
ず
。

で
あ
る
。
こ
の
詔
に
見
え
る
通
り
、
左
雄
の
上
言
が
ほ
ぼ
納
れ
ら
れ

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
限
年
制
、
課
試
制
お
よ
び
限
年
制
に
対
す

る
付
帯
条
件
も
納
れ
ら
れ
た
。
謀
試
を
行
う
機
関
と
、
所
謂
「
夜
試

制
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
詔
か
ら
は
実
際
に
行
わ
れ
た
か
否
か
は
判

別
で
き
な
い
。

以
上
が
、
孝
康
改
革
の
概
要
で
あ
り
、
以
下
、
具
体
的
に
検
討
し

て
い
く
。

(
一
一
)
限
年
お
よ
び
課
試
に
つ
い
て

従
来
、
陽
嘉
の
孝
康
改
革
で
最
も
重
視
さ
れ
る
の
が
「
限
年
制
」

で
あ
る
。
年
齢
に
関
す
る
具
体
的
な
数
字
が
提
示
さ
れ
て
議
論
さ
れ

る
の
は
、
左
維
が
初
め
て
で
あ
る
。
し
か
し
被
察
挙
者
の
年
齢
の
若

年
化
が
問
題
祝
さ
れ
る
の
は
、
和
帝
期
よ
り
確
認
で
き
話
。
和
帝
期

以
来
し
ば
し
ば
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
限
年

制
は
孝
廉
改
革
の
特
徴
の
一
つ
と
い
え
る
。
こ
の
限
年
に
つ
い
て
、

そ
れ
ほ
ど
の
効
力
が
無
か
っ
た
と
見
る
む
き
も
あ
話
。
た
だ
し
そ
の

根
拠
と
な
っ
て
い
る
事
例
は
、
あ
く
ま
で
も
生
没
年
が
は
っ
き
り
し

て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
、
更
に
そ
れ
ら
は
列
伝
に
記
述
が
残
る
ほ
ど

の
者
で
あ
る
か
ら
、
「
茂
才
異
行
」
有
り
と
さ
れ
た
者
が
当
然
多
く

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
か
つ
史
料
の
残
存
状
況
か
ら
い
っ
て
、
霊
帝

期
の
事
例
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
等
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
必
ず

し
も
そ
の
見
解
は
妥
当
と
は
い
え
ま
い
。
限
年
に
つ
い
て
言
え
ば
、

順
帝
の
末
年
ま
で
は
、
あ
る
程
度
の
拘
束
力
を
も
っ
て
運
用
さ
れ
た

と
解
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

あ
る
い
は
「
茂
才
異
行
」
の
も
の
に
つ
い
て
「
年
歯
に
拘
ら
ず
」

と
い
う
付
帯
条
件
は
、
制
度
的
抜
け
道
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た



だ
こ
れ
は
左
雄
自
身
の
上
言
の
段
階
よ
り
付
け
加
え
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
左
雄
の
意
図
と
し
て
は
、
限
年
そ
れ
自
体
を
重
視
し
た
も
の

で
は
な
か
っ
た
、
あ
る
い
は
制
度
的
抜
け
道
に
な
る
か
も
し
れ
な
い

「
年
歯
に
拘
ら
ず
」
の
付
帯
条
件
を
加
え
て
も
、
改
革
の
目
的
は
達

成
し
得
る
と
い
う
打
算
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
左
雄
の

上
言
の
他
の
部
分
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
革
の
意
図
や
、

付
帯
条
件
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
ク
リ
ア
で
き
る
と
考
え
た
し
か
け

が
見
い
だ
せ
る
は
ず
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
課
試
制
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
孝
康
郎
に
対
す
る
諜
試

は
、
左
雄
の
改
革
以
前
に
ま
っ
た
く
無
か
っ
た
、
と
い
う
わ
け
で
は

一

入

《

印

》

判
な
い
。
代
表
的
な
例
が
胡
庚
で
あ
る
。
胡
贋
は
安
帝
の
時
、
孝
康
に

げ
、
察
挙
さ
れ
、
そ
の
後
、
洛
陽
に
至
っ
て
誠
験
を
替
C

れ
尚
書
郎
と
な

引
り
、
尚
書
、
尚
書
僕
射
と
昇
進
し
て
い
る
。
こ
れ
は
尚
書
郎
の
選
抜

《お
V

恥
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
か
ら
、
注
意
を
要
す
る
。
孝
廉
の
被
察
挙
者

帥
が
み
な
試
験
を
課
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
判
然
と
し
な

酬
い
点
が
多
い
。
た
だ
課
試
制
は
、
限
年
制
と
は
異
な
り
、
陽
嘉
の
孝

人
廉
改
草
以
降
制
度
的
に
定
着
し
、
後
漢
を
通
し
て
維
持
さ
れ
た
こ
と

ヂ

ん

《

図

》

期
は
確
か
で
あ
る
。

附
課
試
制
が
、
陽
嘉
の
改
革
以
前
と
以
後
と
で
変
化
し
た
点
は
、
察

前

於

【

剖

】

創
挙
後
、
二
一
署
に
配
属
さ
れ
る
前
に
、
課
試
を
行
う
こ
と
、
ま
た
課
試

を
三
公
府
が
と
り
お
こ
な
う
こ
と
と
し
て
明
文
化
し
た
点
に
あ
っ
た

3

と
思
わ
れ
る
。

(
二
乙
「
副
之
端
門
」

続
い
て
「
夜
試
制
」
の
根
拠
と
さ
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

ま
ず
端
門
は
何
を
指
す
の
か
。
端
門
は
宮
城
の
南
門
の
こ
と
で
、
御

史
塞
を
指
す
場
合
も
あ
る
が
、
後
漢
に
お
い
て
は
、
一
般
的
に
は
尚

書
室
を
指
す
と
さ
れ
る
。

問
題
と
な
る
の
は
、
「
副
」
も
し
く
は
「
覆
」
で
あ
ろ
う
。
「
副
」

字
を
文
字
通
り
解
釈
す
れ
ば
、
正
書
に
対
す
る
副
書
で
あ
る
。
し
か

し
古
川
忠
夫
や
波
遺
義
浩
の
『
後
漢
書
』
の
訓
注
、
訳
注
に
お
い
て

も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
一
般
的
に
は
尚
書
に
よ
る
「
再
試
験
」
と

【
隠
V

し
て
理
解
さ
れ
る
。
も
と
も
と
「
副
」
な
い
し
「
覆
」
を
め
ぐ
っ
て

は
二
つ
の
考
え
が
あ
る
。

一
つ
は
、
胡
三
省
の
解
釈
で
あ
る
。
『
資
治
通
鍛
」
巻
五
一
の
当

該
部
分
に
、

宮
の
正
南
門
を
端
門
と
日
う
。
尚
書
は
此
に
於
い
て
天
下
の
奏

章
を
受
け
、
翠
げ
ら
れ
し
者
を
し
て
公
府
に
詣
り
課
試
せ
し
む
。

副
本
を
以
て
之
を
端
門
に
納
れ
、
尚
書
之
を
審
販
す
。

と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
胡
三
省
は
、
三
公
が

《
弱
》

課
試
し
た
上
で
、
そ
の
結
果
を
副
本
と
し
て
尚
書
護
に
送
り
、
尚
書

塞
が
そ
の
課
試
の
結
果
を
「
再
審
査
」
す
る
と
理
解
す
る
。

も
う
一
つ
は
恵
棟
の
解
釈
で
、
『
後
漢
書
補
注
』
に
お
い
て
、
「
端



2

門
に
到
す
と
は
、
之
を
覆
試
せ
る
な
り
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
列

3

伝
五
一
「
黄
攻
伝
」
に
み
え
る
「
(
左
)
雄
の
前
議
吏
を
暴
ぐ
に
先

ず
之
を
公
府
に
試
し
、
又
た
之
を
端
門
に
覆
す
」
と
の
記
事
を
、
つ
け

て
の
理
解
と
恩
わ
れ
る
。
黄
攻
伝
に
つ
い
て
は
第
四
節
で
検
討
す
る

が
、
「
端
門
」
に
対
し
て
は
「
夜
」
す
こ
と
し
か
書
か
れ
て
お
ら
ず
、

こ
れ
の
み
で
端
門
に
お
け
る
「
覆
試
u
再
試
験
」
と
断
定
す
る
こ
と

は
で
き
ま
い
。

覆
試
制
の
実
態
を
考
え
る
上
で
も
、
改
草
翌
年
、
改
革
後
初
の
孝

康
に
お
け
る
違
反
者
摘
発
の
状
況
か
ら
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
改

革
後
、
早
速
、
違
反
し
た
太
守
等
が
摘
発
さ
れ
る
が
、
罪
状
は
「
暴

を
謬
る
に
坐
」
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

事
件
の
顛
末
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
閉
山
陵
郡
の
孝
廉
徐
淑
が
歳

四
十
以
下
で
あ
っ
た
が
孝
康
に
察
挙
さ
れ
た
。
尚
書
郎
が
詰
問
す
る

も
「
年
歯
に
拘
ら
ず
」
の
付
帯
条
件
を
持
ち
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
左
雄
が
詰
問
し
、
徐
淑
が
本
郡
に
還
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
徐
淑
は
「
孟
氏
易
・
春
秋
・
公
羊
・
鵡
記
・
周
官
」
に
通
じ

《

m
m
v

て
い
た
と
さ
れ
る
人
物
で
、
後
に
茂
才
に
あ
げ
ら
れ
る
。
少
な
く
と

も
経
学
の
修
養
と
い
う
点
で
は
問
題
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
尚

書
蓋
で
「
再
試
験
」
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
い
。
お
そ
ら
く
試
験
そ
れ

自
体
で
は
、
不
適
格
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

本
郡
に
還
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
左
雄
と
の
や
り
と
り
も
、

(
左
)
雄
之
を
詰
し
て
日
く
「
昔
顔
回
一
を
聞
い
て
十
を
知
る
。

孝
廉
一
を
聞
い
て
幾
つ
を
知
る
邪
」
と
。
淑
以
て
針
ふ
る
こ
と

無
し
。
(
列
伝
五
一
「
左
雄
伝
」
)

と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
経
緯
を
見
る
限
り
、
あ
る
種
の
強

引
き
を
感
じ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
胡
蹟
等
反
対
派
の
太
守
等
を
一

掃
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
す
ら
、
思
え
る
ほ
ど
で

あ
る
。
こ
れ
に
続
く
「
唯
だ
汝
南
陳
審
・
頴
川
李
騨
・
下
部
陳
球
等

三
十
鈴
人
の
み
郎
中
を
奔
す
る
を
得
」
と
の
記
事
は
、
顔
ぶ
れ
を
見

《

回

》

る
限
り
、
所
謂
「
黛
銅
」
の
関
係
者
が
多
く
、
活
路
の
意
図
も
含
ま

れ
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
が
、
注
目
す
べ
き
は
「
一
二
十
鈴
人
」

も
が
「
年
歯
に
拘
ら
ず
」
の
付
帯
条
件
を
ク
リ
ア
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
単
純
に
考
え
て
全
体
の
一
割
強
が
限
年
に
抵
触
す
る
も
察
挙

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
割
合
は
多
い
と
は
言
え
な
い
か
も
し

れ
な
い
が
、
し
か
し
施
行
の
最
初
期
の
段
階
で
、
こ
れ
ほ
ど
の
数
に

の
ぼ
る
と
い
う
こ
と
は
や
は
り
違
和
感
を
感
じ
ず
に
は
お
れ
ま
い
。

限
年
制
に
重
き
を
置
く
の
で
あ
れ
ば
、
よ
り
徹
底
し
た
結
果
と
な
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
言
っ
て
も
、
限
年
制
そ
れ
自
体
に
重

き
が
置
か
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
。

さ
ら
に
こ
れ
に
よ
っ
て
処
罰
さ
れ
た
の
は
、
察
挙
者
に
あ
た
る
太

守
の
み
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
胡
成
等
が
罷
免
さ
れ
た
陽
嘉
二
年
、

太
尉
と
司
空
が
交
替
し
て
い
る
が
、
太
尉
腕
参
は
災
異
、
司
空
主
興



は
地
震
を
理
由
に
そ
れ
ぞ
れ
策
免
さ
れ
て
お
り
、

任
を
負
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
覆
試
制
の
根
拠
は
不
明
瞭
で
あ
り
、
徐

淑
の
事
件
を
見
る
限
り
、
「
再
試
験
」
し
た
形
跡
は
う
か
が
え
な
い
。

ま
た
太
守
・
闘
相
の
察
挙
権
に
対
し
て
、
一
ニ
公
に
よ
る
試
験
、
尚
書

に
よ
る
審
査
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
間
接
的
に
介
入
が
可
能
と

な
っ
た
。
{
目
吏
選
考
の
手
続
き
と
も
関
わ
る
が
、
=
一
公
の
謀
試
に
対

す
る
、
結
果
報
告
で
あ
っ
た
り
、
再
審
査
で
あ
っ
た
り
が
尚
書
の
役

割
で
あ
っ
た
点
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
で
だ
け
、
尚
書
が
「
再
試
験
」

と
い
う
手
続
き
を
と
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

本中て
(
四
)
孝
廉
改
草
に
対
す
る
反
発

引
本
節
で
は
孝
廉
改
革
の
詔
発
布
の
前
後
に
お
こ
っ
た
、
改
革
に
対

恥
す
る
反
発
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
結
果
的
に
、
こ
れ
ら
の
反
対
意
見

帥
は
納
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
反
対
派
の
論
点
を
検
討
す
る

湘
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
節
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
諸
問
題
・
解
釈
に
対

人
す
る
補
足
と
な
る
と
考
え
る
。

伽
孝
康
改
革
に
対
す
る
反
対
意
見
は
主
に
三
種
あ
り
、
一
つ
が
尚
書

《
佃
》

眠
僕
射
胡
庚
・
尚
書
郭
由
民
・
史
倣
等
が
連
名
で
駁
し
た
も
の
で
あ
る
。

似
も
う
一
つ
が
太
史
張
衡
に
よ
る
対
策
で
あ
る
。
ま
た
少
し
聞
が
あ
っ

て
尚
書
張
盛
に
よ
る
是
正
案
が
提
出
さ
れ
る
。

ま
ず
胡
康
ら
の
鮫
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
列
伝
=
一
四
「
胡
庚
伝
」
に
、

孝
康
の
審
査
の
責

33 

縮
か
に
見
る
に
尚
書
令
左
雄
の
談
、
郡
孝
販
を
翠
ぐ
る
に
、
皆

な
年
四
十
以
上
に
限
り
、
諸
生
に
は
章
句
を
試
し
、
文
吏
に
は

股
奏
を
試
さ
ん
と
す
。
明
詔
あ
っ
て
既
に
許
し
、
復
た
臣
等
を

し
て
奥
に
相
参
す
る
を
得
し
む
。
蓋
し
選
向
型
は
才
に
因
り
、

定
制
に
拘
る
こ
と
無
か
れ
。

と
み
え
る
。
こ
れ
は
左
雄
の
上
言
後
、
詔
が
発
布
さ
れ
る
前
に
行
わ

れ
た
議
論
で
あ
る
。
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
は
限
年
制
と
課

試
制
に
つ
い
て
で
あ
る
。
内
容
は
、
周
よ
り
前
漢
に
至
る
ま
で
の
故

事
を
引
い
た
上
で
の
、
引
用
部
分
の
意
見
へ
と
つ
な
が
る
。
批
判
対

象
と
し
て
い
る
部
分
は
特
定
し
難
い
が
、
察
挙
に
お
け
る
「
定
制
」

化
を
阻
止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
み
て
い
け
ば
、

限
年
制
は
こ
の
と
き
初
め
て
実
行
さ
れ
た
の
で
、
胡
廃
等
の
批
判
す

る
所
に
理
由
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。

さ
て
胡
時
間
の
主
張
は
三
点
で
、
一
点
目
は
、
故
事
を
引
い
て
「
試

章
奏
」
と
「
試
股
奏
」
の
否
定
、
す
な
わ
ち
課
試
制
へ
の
批
判
で
あ

る
。
た
だ
課
試
制
は
限
年
制
が
崩
れ
た
桓
帝
・
霊
帝
の
時
代
に
も
厳

然
と
し
て
継
続
し
て
お
り
、
制
度
と
し
て
徹
底
さ
せ
て
い
た
の
か
、

限
年
制
の
辿
っ
た
結
果
と
は
異
な
る
。
ま
た
意
図
し
た
か
は
不
明
だ

が
課
試
制
に
お
け
る
三
公
と
尚
書
の
役
割
・
責
任
問
題
に
つ
い
て
は

触
れ
て
い
な
い
。
三
公
や
尚
書
の
責
任
問
題
は
、
批
判
の
余
地
が
な

い
か
ら
こ
そ
、
半
ば
議
論
の
か
み
あ
わ
な
い
内
容
と
な
っ
た
の
で
あ
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ろ
、
っ
か
。

二
点
目
は
、
「
百
官
に
宣
下
」
す
な
わ
ち
公
卿
会
調
に
付
す
こ
と

を
要
求
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
東
は
、
公
卿
会
議

に
付
さ
れ
た
な
ら
ば
、
左
雄
の
上
疏
は
否
定
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う

《
位
》

と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
東
を
は
じ
め
、
一
般
的
に
言

わ
れ
る
、
順
帝
と
左
雄
の
二
人
に
よ
っ
て
強
固
に
推
し
進
め
ら
れ
た

改
草
、
と
い
う
認
識
は
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

史
料
上
に
あ
ら
わ
れ
る
孝
廉
改
革
の
批
判
者
は
、
初
期
は
尚
書
僕

射
胡
庚
以
下
の
尚
書
室
の
者
と
、
張
衡
の
み
で
あ
る
。
ま
た
公
卿
会

議
に
付
さ
れ
た
と
し
て
、
こ
れ
が
否
定
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
な

ら
ば
、
官
僚
層
の
強
固
な
反
対
が
あ
っ
た
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
そ

【飽】

う
い
っ
た
場
合
、
例
え
公
卿
会
議
に
付
さ
れ
な
く
と
も
、
駁
議
の
権

限
が
あ
る
高
級
官
僚
に
よ
る
批
判
の
形
跡
が
見
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る

が
、
そ
う
い
っ
た
形
跡
は
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

続
い
て
張
衡
の
批
判
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
張
衡
に
よ
る
批
判
は
、

『
後
渓
紀
』
巻
十
人
「
順
帝
紀
」
陽
嘉
二
年
五
月
庚
子
僚
に
あ
る
。

こ
の
時
、
災
異
が
頻
発
し
た
こ
と
か
ら
、
詔
問
が
下
さ
れ
た
。
『
後

漢
紀
』
に
は
何
名
か
の
対
策
内
容
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
有
名
な

の
は
天
下
第
一
と
さ
れ
た
李
聞
の
対
策
で
あ
る
。
『
後
漢
書
』
で
も

李
固
の
対
策
の
み
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
同
時
期
の
対

《制〕

策
で
あ
る
。

張
衡
の
批
判
点
で
、
胡
康
ら
と
同
じ
点
は
、
謀
試
制
の
「
家
法
を

試
」
す
こ
と
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
胡
康
ら
よ
り
も
論
旨
は
は
っ

き
り
し
て
お
り
、
本
来
の
孝
康
科
に
お
け
る
徳
行
重
視
の
方
針
に
立

ち
返
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
ま
た
胡
庚
ら
と
異
な
り
限
年
に
つ
い
て

は
触
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
胡
庚
ら
の
較
で
は
確
認
で
き
な
い
選
挙

に
於
け
る
請
託
防
止
を
主
張
す
る
。
張
衡
が
言
、
っ
如
く
「
一
巳
ニ
府

に
任
」
ず
る
状
時
事
】
招
来
し
た
。
こ
れ
は
す
で
に
「
外
は
則
ち
公
卿
・

《
筒
】

尚
書
」
と
し
て
、
本
来
的
に
は
、
外
が
公
卿
、
内
が
尚
書
で
あ
る
も

の
が
、
同
質
の
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
と
も
関
係
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
。
張
衡
の
場
合
は
、
よ
り
ス
ト
レ
ー
ト
に
三
公
・
尚

書
主
体
の
選
挙
に
対
し
て
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
い

換
え
れ
ば
、
太
守
・
園
相
に
よ
る
察
挙
に
、
三
公
・
尚
書
が
介
入
す

べ
き
で
は
無
い
と
の
意
見
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

結
局
、
選
挙
請
託
は
多
か
れ
少
な
か
れ
=
一
公
尚
書
に
対
し
て
で
な

け
れ
ば
、
太
守
・
園
相
に
対
し
て
行
わ
れ
る
。
左
雄
の
場
合
、
上
一
言

の
中
に
は
選
挙
請
託
批
判
は
な
い
が
、
不
適
格
者
を
排
除
す
る
と
い

う
点
で
、
太
守
園
相
の
人
選
を
完
全
に
信
用
し
て
い
る
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
事
が
う
か
が
え
る
。
張
衡
の
場
合
、
あ
る
種
の
巧
妙
な

議
論
の
す
り
替
え
に
よ
っ
て
、
選
挙
請
託
を
批
判
す
る
こ
と
で
、
三

公
・
尚
警
に
介
入
さ
せ
る
べ
き
で
は
盤
い
と
し
て
い
る
。
論
点
が
ず

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
る
よ
う
に
、
張
衡
は
地
方
の
有
力
者
や
、

太
守
・
園
相
側
の
立
場
に
た
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ

民、っ。



な
お
張
衡
が
批
判
し
た
、
孝
牒
の
本
来
の
あ
り
方
で
あ
る
徳
行
を

《錨》

重
視
す
べ
き
と
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
改
正
さ
れ
て
い
る
。
黄
設
に

よ
っ
て
増
設
さ
れ
た
四
科
で
あ
る
。
左
雄
の
孝
廉
改
革
で
は
「
猶
ほ

遣
す
所
有
る
」
こ
と
か
ら
、
他
に
四
科
を
置
く
こ
と
と
な
っ
た
。
孝

廉
改
革
自
体
は
、
胡
底
、
張
衡
の
批
判
が
あ
っ
た
が
、
左
雄
が
死
ん

で
も
改
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
れ
ば
、
こ

の
四
科
の
増
設
の
目
的
は
、
純
粋
に
「
遺
す
所
」
を
補
お
う
と
し
た

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
あ
く
ま
で
孝
販
の
あ
り
方
を
変

え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

)
黄
現
伝
で
は
こ
の
記
事
に
続
け
て
、
尚
書
張
盛
に
よ
る
左
雄
の
改

材
草
の
批
判
を
載
せ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
つ
い
に
=
一
府
に
よ
る
課
試
、

て
尚
書
に
対
す
る
「
再
審
査
」
を
や
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
は
黄

山
現
に
よ
っ
て
食
い
止
め
ら
れ
、
=
一
府
に
よ
る
課
試
は
そ
の
後
も
継
続

d

し

A
U
V

件
さ
れ
た
。

帥
以
上
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
孝
康
改
革
に
反
対
の
立
場
の
者
の

哨
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
が
孝
廉
改
革
の
本
質
で
あ
っ

ん
た
の
か
を
、
よ
り
際
だ
た
せ
て
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。

伽
以
上
、
本
章
で
明
か
に
し
た
点
を
ま
と
め
れ
ば
次
の
如
く
な
る
。

鵬
①
陽
嘉
の
孝
康
改
革
の
特
徴
は
、
従
来
言
わ
れ
る
限
年
・
霊
前

倒
覆
試
の
三
本
柱
と
い
う
よ
り
は
、
限
年
と
謀
試
の
二
本
柱
で
あ
っ
た
。

ま
た
限
年
に
つ
い
て
は
付
帯
条
件
に
よ
る
ク
抜
け
道
。
が
当
初
か
ら

5
 

3

用
意
さ
れ
、
そ
れ
は
改
革
の
意
義
を
失
わ
せ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

②
い
わ
ゆ
る
覆
試
制
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
。
尚
書
蓋
は
覆
試

H
再
試
験
を
行
う
わ
け
で
は
な
く
、
一
ニ
公
の
選
挙
結
果
に
対
す
る
「
再

審
査
」
を
行
っ
て
い
た
。

孝
廉
改
革
よ
り
時
が
た
つ
に
つ
れ
て
反
対
者
た
ち
の
論
点
が
明
確

に
な
る
。
す
な
わ
ち
三
公
府
に
よ
る
課
試
、
尚
書
室
に
よ
る
再
審
査

こ
そ
が
、
問
題
と
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
逆
に
言
え
ば
左
雄
の

改
革
の
目
的
も
こ
の
点
に
こ
そ
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
四
章
、
官
吏
選
考

最
後
に
官
吏
選
考
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
周
知
の
通
り
、
後
漢
草

創
期
は
、
光
武
帝
の
方
針
に
よ
っ
て
、
宰
相
腕
の
権
限
は
悉
く
削
ら

れ
て
い
た
。
人
事
権
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

宰
相
府
た
る
=
一
公
府
が
、
ど
の
段
階
で
こ
の
官
吏
選
考
の
権
限
を
回

復
し
た
か
、
そ
の
時
期
に
注
目
し
て
確
認
し
た
い
。

ま
ず
こ
れ
ま
で
問
題
と
し
て
き
た
順
帝
期
は
、
ど
う
い
っ
た
状
況

に
あ
っ
た
の
か
。
本
紀
六
「
順
帝
紀
」
陽
嘉
元
年
閏
十
二
月
辛
卯
の

詔
に
、

今
刺
史
・
二
千
石
の
選
、
三
司
に
締
任
す
。
其
れ
先
後
を
簡
序

し
、
高
下
を
精
液
し
、
歳
月
の
次
、
文
武
の
宜
、
務
め
て
肢
の

哀
を
存
せ
よ
。
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と
み
え
、
刺
史
目
太
守
の
選
考
は
、
=
一
公
府
に
委
任
さ
れ
て
い
た
と

3

し
て
い
る
。
一
一
一
公
府
へ
の
刺
史
・
太
守
選
考
の
委
任
に
つ
い
て
は
、

翌
年
の
災
具
に
た
い
す
る
対
策
に
お
い
て
、
郎
顕
の
議
制
で
も
触
れ

ら
れ
て
い
る
。
加
え
て
、
か
か
る
問
題
に
つ
い
て
批
判
的
な
立
場
に

た
っ
て
議
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
み
て
、
二
一
公
府
へ

の
か
か
る
人
事
権
の
委
任
は
、
実
情
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
み
て

よ
か
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
一
代
前
の
安
帝
期
で
は
と
う
で
あ
っ
た
か
。

三
六
「
隙
忠
伝
」
に
、

列
伝

今
の
=
一
公
、
其
の
名
に
嘗
る
と
雌
も
而
れ
ど
も
其
の
貿
無
く
、

選
摩
抹
賞
、
一
に
尚
舎
に
由
り
、
尚
書
の
任
ぜ
ら
れ
し
こ
と
、

三
公
よ
り
重
く
、
陵
遅
以
来
、
其
の
漸
久
し
。

と
見
え
て
お
り
、
陽
嘉
よ
り
二
十
年
ほ
ど
前
に
は
、
官
吏
選
考
の
権

限
は
=
一
公
に
は
無
か
っ
た
が
如
く
で
あ
る
。
な
お
章
帝
初
に
は
上
公

《

拘

》

の
太
侍
及
び
三
公
に
「
尚
書
の
事
を
録
」
す
る
権
限
が
付
与
さ
れ
、

安
帝
初
期
に
は
、
二
一
公
の
罷
免
理
由
に
災
異
が
加
わ
り
、
順
帝
初
め

合

ηv

に
は
、
奏
事
に
関
与
す
る
な
ど
、
徐
々
に
待
遇
が
改
善
さ
れ
て
い
っ

て
い
る
。

こ
れ
を
見
る
限
り
、
早
け
れ
ば
安
帝
の
中
頃
、
遅
く
と
も
順
帝
の

陽
嘉
元
年
以
前
に
は
、
官
吏
選
考
の
権
限
が
コ
一
公
府
に
回
収
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
三
公
に
よ
る
選
挙
の
手
続
き
は
、
先
に
触
れ

た
認
に
有
る
如
く
、
「
其
の
先
後
を
簡
序
し
、
高
下
を
精
寂
」
で
あ
っ

た
り
、
あ
る
い
は
「
選
用
あ
る
ご
と
に
、
肌
ち
之
を
採
属
に
参
せ
し

む
」
(
列
伝
二
十
下
「
郎
額
伝
」
)
、
ま
た
は
列
伝
六
人
「
宣
者
・
呂

強
伝
」
に
あ
る
如
く
、

一
二
府
に
選
有
れ
ば
、
捻
厩
に
参
議
し
、
其
の
行
状
を
脊
り
、
其

の
器
能
を
度
り
て
、
受
試
任
用
し
、
責
め
る
に
成
功
を
以
て
す
。

砦
L
察
す
可
き
と
こ
ろ
無
く
ん
ば
、
然
る
後
之
を
尚
書
に
付
す
。

尚
書
器
劾
し
、
廷
尉
に
請
下
し
、
虚
賓
を
夜
案
し
、
其
の
株
罰

を
行
、
っ
。

と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
各
府
ご
と
に
、
抜
・
腐
と

〔

nv

参
談
し
て
行
状
・
能
力
を
審
査
す
る
と
い
う
手
続
き
で
あ
る
。

捻
属
が
一
ニ
公
府
に
よ
る
選
挙
に
お
い
て
霊
要
な
役
割
を
果
た
す

こ
と
は
、
郎
顔
伝
の
段
階
で
確
認
で
き
、
こ
の
頃
、
す
な
わ
ち
順
帝

期
に
は
、
官
吏
選
考
を
お
こ
な
い
得
る
に
足
る
機
関
と
化
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
孝
康
、
砕
召
、
官
吏
選
考
と
す



べ
て
の
権
限
が
同
時
並
行
的
に
=
一
公
府
に
回
収
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
最
後
に
陽
嘉
の
孝
康
改
革
の
意
義
に
つ
い
て
の
見
解
を
示
し
て

お
き
た
い
。

陽
嘉
元
年
の
孝
康
改
革
か
ら
六
年
後
の
永
和
三
一
(
一
三
人
)
年
、

こ
の
改
革
の
提
案
者
で
あ
っ
た
左
雄
が
卒
し
た
。
し
か
し
少
な
く
と

も
永
嘉
元
(
一
四
五
)
年
ま
で
、
「
限
年
制
」
の
原
則
は
徹
底
さ
れ

た
。
陽
嘉
の
孝
康
改
革
後
、
い
く
つ
か
の
反
対
が
見
ら
れ
る
が
、
主

に
尚
書
官
置
の
関
係
者
に
よ
る
反
対
意
見
で
あ
っ
た
。
更
に
言
え
ば
、

同
じ
尚
書
基
の
中
に
あ
っ
て
も
黄
攻
の
如
く
、
賛
同
す
る
立
場
も
み

)
ら
れ
、
尚
書
蓋
が
一
体
と
な
っ
た
行
動
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
何
よ

同
り
反
対
者
の
筆
頭
こ
そ
僕
射
湖
底
で
あ
る
が
、
主
導
者
は
官
僚
層
か

て
ら
評
判
の
よ
く
な
い
尚
書
史
倣
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
反
対
の
理

叫
由
も
、
外
戚
・
室
呂
に
配
慮
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

恥
一
方
、
謀
試
制
は
、
そ
の
後
定
着
し
て
い
っ
た
点
な
ど
を
見
る
限

帥
り
、
賛
成
な
り
反
対
な
り
、
明
確
な
行
動
を
示
さ
な
い
大
多
数
の
者

側
た
ち
の
、
一
定
の
支
持
は
得
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
o

従
来
一
盲

人
わ
れ
る
順
帝
と
友
雄
二
人
に
よ
っ
て
推
し
進
め
ら
れ
た
政
策
と
は
考

蜘
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。

附
ま
た
左
雄
の
改
革
の
意
図
は
「
限
年
制
」
、
「
課
試
制
」
、
「
覆
試
制
」

繊
の
三
本
柱
で
は
な
く
、
「
限
年
制
」
と
「
課
試
制
」
で
、
中
で
も
左

7

雄
が
特
に
意
識
し
て
い
た
の
は
「
課
試
制
」
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高

3

い
。
特
に
三
府
の
諜
試
、
尚
書
謹
の
再
審
査
で
あ
る
。
ま
た
従
来

「
再
試
験
」
と
理
解
さ
れ
た
「
覆
試
制
」
は
、
「
再
審
査
」
の
制
度
で

あ
る
可
能
性
が
高
い
点
を
指
摘
し
た
。
諜
試
制
の
導
入
は
、
言
い
換

え
れ
ば
=
一
公
と
尚
書
の
責
任
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た

事
実
上
、
太
守
図
相
の
察
挙
権
の
帽
を
狭
め
、
二
一
公
・
尚
書
の
も

と
に
間
接
的
で
は
あ
れ
回
収
す
る
意
味
が
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ

《
符
】

う
。
か
か
る
方
向
性
は
そ
の
後
の
状
況
か
ら
も
傍
証
し
得
る
。

ま
た
同
時
期
に
、
エ
リ
ー
ト
・
コ

l
ス
と
し
て
の
酔
召
制
が
定
着

し
つ
つ
あ
っ
た
。
昨
召
制
そ
れ
自
体
は
、
以
前
よ
り
存
在
し
て
い
た

が
、
高
級
官
僚
を
輩
出
す
る
際
の
最
短
ル
l
ト
と
化
す
の
は
順
帝
期

《
明

Hν

以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
砕
召
の
権
限
は
公
府
に
し
か
な
い
。

郡
国
孝
廉
は
、
本
来
太
守
の
み
が
人
事
権
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
二
一
公
の
審
査
・
試
験
を
は
さ
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
実
上
、

三
公
が
間
接
的
に
人
事
権
を
有
す
る
、
と
ま
で
は
言
わ
な
く
と
も
、

そ
れ
に
近
い
形
で
、
被
察
挙
者
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ

は
二
通
り
の
意
味
が
あ
り
、
察
挙
権
を
有
す
る
太
守
等
が
不
適
格
者

を
察
挙
す
る
こ
と
を
絶
つ
と
と
も
に
、
被
察
挙
者
に
つ
い
て
あ
る
程

度
の
情
報
を
得
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
砕
召
の
権
限
は

も
と
よ
り
公
府
に
あ
っ
た
。
な
お
本
論
で
は
あ
ま
り
触
れ
な
か
っ
た

《
叩

mv

が
茂
才
と
い
う
察
挙
科
目
も
あ
る
。
茂
才
は
、
一
ニ
公
と
刺
史
に
察
挙

権
が
あ
り
、
察
挙
さ
れ
れ
ば
即
座
に
県
令
格
の
ポ
ス
ト
に
選
る
。
選

考
の
権
限
は
尚
書
に
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
が
、
重
要
な
の
は
、
茂
才

を
察
挙
す
る
刺
史
が
い
か
な
る
方
法
で
選
任
さ
れ
る
か
、
と
い
う
点
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で
あ
る
。
順
帝
以
降
、
僻
召
を
経
る
昇
進
ル

l
ト
は
、
概
ね
「
侍
御

3

史
↓
刺
史
」
と
な
る
。
す
な
わ
ち
士
一
公
府
に
よ
っ
て
砕
召
さ
れ
た
者

の
中
か
ら
選
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
有
事
の
際
に
は
侍
御
史

以
外
か
ら
も
選
ば
れ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
場
合
は
=
一
公
が
適
任
者
を

推
挙
す
る
か
ら
、
何
れ
に
し
て
も
三
公
の
審
査
は
、
ど
こ
か
で
必
ず

受
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
、
二
一
公
府
は
刺
史
・
太

守
の
人
選
か
ら
、
官
僚
と
し
て
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
で
あ
る
各
種
の

官
の
人
選
に
直
接
的
な
場
合
も
あ
れ
ば
間
接
的
県
な
場
合
も
あ
る

【
的
}

が
、
影
響
を
及
ぼ
す
に
至
る
の
で
あ
る
。
陽
嘉
の
孝
康
改
革
に
し
て

も
、
砕
召
制
の
変
化
に
し
て
も
、
結
果
的
に
は
、
人
事
権
は
=
一
公
・

尚
書
、
あ
る
い
は
三
公
を
頂
点
と
す
る
、
中
央
官
僚
機
構
に
回
収
さ

れ
た
。
左
雄
が
そ
こ
ま
で
意
図
し
た
か
は
不
明
だ
が
、
「
外
」
で
あ

る
三
公
を
頂
点
と
す
る
官
僚
体
系
の
中
に
、
本
来
的
に
は
「
内
」
で

あ
る
は
ず
の
尚
書
が
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
順
帝
期
は
、
少
な
く
と
も
後
漢
の
人
事
制
度

上
、
一
大
画
期
で
あ
っ
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た

当
然
の
事
な
が
ら
、
人
事
制
度
の
変
化
は
、
諸
々
の
変
化
を
招
来
す

る
こ
と
疑
い
な
く
、
後
漢
史
に
お
け
る
画
期
で
あ
っ
た
こ
と
も
想
起

【

mM

さ
れ
よ
う
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
課
試
は
科
挙
の
淵
源
に
あ
た
る
。
課

試
そ
れ
自
体
は
前
漢
の
博
士
等
に
も
み
え
、
し
ば
し
ば
科
挙
の
淵
源

と
さ
れ
る
。
た
だ
大
多
数
の
官
僚
の
、
そ
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
あ

た
っ
て
、
試
験
を
課
す
こ
と
は
、
陽
嘉
の
孝
康
改
革
に
よ
っ
て
始
ま

る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
於
い
て
も
画
期
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
。

最
後
に
、
何
故
、
=
τ
公
・
尚
書
に
人
事
権
を
、
間
接
的
で
は
あ
れ

回
収
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
今
後
の
謀
題
と
し
た
い
。

た
だ
現
在
の
想
定
を
示
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
和
車
京
都
后
「
臨
朝
稿

慨
」
の
頃
よ
り
頻
発
す
る
地
方
に
お
け
る
大
姓
反
乱
、
辺
境
に
お
け

る
非
漢
民
族
反
乱
に
対
し
て
、
太
守
・
県
令
人
事
に
お
い
て
も
非
常

時
の
人
選
を
す
る
こ
と
が
多
発
し
た
り
、
軍
事
行
動
に
あ
た
っ
て
度

遼
将
軍
・
使
中
郎
将
・
護
校
尉
や
侍
御
史
・
刺
史
が
重
要
な
役
割
を

《
制
的
】

帯
び
、
そ
れ
ら
の
人
選
に
、
三
公
が
あ
ず
か
っ
て
い
た
こ
と
と
密
接

に
関
連
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

主
(
1
)

順
帝
期
に
関
す
る
主
立
っ
た
研
究
は
、
以
下
の
三
者
が
あ
げ
ら
れ

る
。
ま
ず
京
晋
次
は
、
安
帝
期
の
外
戚
部
氏
に
砕
召
さ
れ
た
幕
僚
と
、

順
帝
期
の
三
公
園
九
卿
就
任
者
の
関
係
性
を
指
摘
す
る
。
か
つ
本
稿

で
触
れ
る
孝
康
改
革
に
つ
い
て
、
前
後
の
政
治
状
況
を
含
め
て
、
そ

の
意
義
に
つ
い
て
深
く
考
察
さ
れ
た
。
詳
し
く
は
、
『
後
漢
時
代
の

政
治
と
社
会
』
(
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
)
参
照
。
当

該
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
序
章
後
漢
時
代
史
の
研
究
状
況
と
課
題
」
、

「
第
四
寧
賞
戚
政
治
の
展
開
と
儒
家
官
僚
」
及
び
「
第
五
章
地
方
社

会
の
変
容
と
豪
族
」
参
照
。
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続
い
て
東
の
理
解
を
継
承
し
た
上
で
、
よ
り
具
体
的
に
和
帝
安

帝
期
と
順
帝
期
の
関
係
性
に
つ
い
て
言
及
し
た
の
が
上
谷
浩
一
で
あ

る
。
特
に
和
帝
期
の
魯
恭
に
代
表
さ
れ
る
官
僚
を
「
刷
新
派
」
と
し

て
位
置
づ
け
、
川
勝
義
雄
の
「
清
流
派
」
、
狩
野
直
禎
の
「
札
教
派
」

と
に
先
行
す
る
官
僚
と
理
解
し
、
こ
れ
ら
を
精
神
的
継
承
関
係
の
上

に
理
解
し
た
。
「
後
漢
中
期
の
地
方
行
政
刷
新
と
そ
の
背
景

l
後
漢

揚
帝
「
延
平
元
年
の
詔
」
と
そ
の
周
辺
|
」
(
『
東
洋
学
報
』
七
五
l

一一
7
四
号
、
一
九
九
四
年
)
を
参
照
。
か
か
る
見
解
の
是
非
、
細
か

な
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
特
に
言
及
し
な
い
が
、
和
帝
期
・

安
帝
期
と
順
帝
期
と
が
関
係
性
を
有
す
る
と
の
理
解
に
つ
い
て
は
、

基
本
的
に
は
立
場
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
川
勝
、
狩
野
の
「
清
流
派
」
、
「
礼
教
派
」
に
つ
い
て
は
、
川

勝
「
第
一
章
貴
族
制
社
会
の
成
立
」
、
「
第
二
章
漠
末
の
レ
ジ
ス
タ

ン
ス
運
動
」
(
「
六
朝
貴
族
制
社
会
の
研
究
』
岩
波
書
庖
、
一
九
人
二

年
)
及
び
、
狩
野
「
第
五
章
順
・
質
・
桓
帝
期
」
(
『
後
漢
政
治
史

の
研
究
』
京
都
大
同
意
ナ
術
出
版
会
、
一
九
九
三
年
)
参
照
。

ま
た
近
年
の
研
究
に
渡
遺
将
智
の
見
解
が
挙
げ
ら
れ
る
。
波
遣
は
、

安
帝
親
政
期
に
着
目
し
、
三
代
掌
帝
以
前
の
方
針
へ
の
回
帰
を
指
摘

す
る
。
結
果
的
に
章
帝
・
安
帝
と
和
帝
安
帝
(
親
政
前
)
・
順
帝

の
統
治
方
針
の
違
い
、
前
者
は
外
戚
輸
政
に
消
極
的
で
あ
り
、
後
者

は
外
戚
醐
政
に
積
極
的
で
あ
っ
た
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
詳
し
く
は

「
後
漢
時
代
の
三
公
と
皇
帝
権
力
」
(
『
史
観
』
一
五
六
、
二

O
O七

年
)
、
「
後
漢
安
帝
の
親
政
と
外
戚
輸
政
」
(
『
東
洋
学
報
」
九
三
四
、

ニ
O
二
一
年
l

)

参
照
。

そ
の
他
、
当
該
時
期
の
状
況
及
ぴ
宣
官
問
題
を
扱
っ
た
研
究
と
し
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て
江
幡
良
一
郎
「
後
漢
末
の
農
村
の
崩
壊
と
官
官
の
害
民
に
つ
い
て
」

(
「
集
刊
東
洋
学
』
一
一
一
二
九
六
九
年
)
が
あ
る
。

(
2
)

刺
史
の
「
行
政
官
化
」
問
題
に
つ
い
て
は
、
小
嶋
茂
稔
(
「
漢
代

国
家
統
治
の
構
造
と
展
開
』
汲
古
書
院
、
二

O
O九
年
)
、
特
に
第

二
部
「
後
漢
に
お
け
る
国
家
統
治
の
構
造
と
特
質
」
参
照
。

(
3
)

刺
史
の
「
行
政
官
化
」
問
題
と
も
関
わ
る
が
、
漢
末
に
牧
伯
制
が

導
入
さ
れ
、
そ
れ
は
貌
晋
南
北
朝
に
お
け
る
都
督
制
へ
と
つ
な
が
る
。

刺
史
は
侍
御
史
よ
り
選
ば
れ
る
事
例
が
多
い
。
ま
た
刺
史
に
限
ら
ず
、

度
遼
賄
軍
・
使
中
郎
特
設
校
尉
ら
、
い
わ
ゆ
る
辺
境
に
あ
た
る
涼

州
井
州
・
幽
州
の
対
旬
奴
・
鮮
卑
・
烏
桓
・
売
の
軍
事
司
令
官
で

あ
っ
た
り
、
最
前
線
の
漢
陽
太
守
等
の
前
任
官
と
し
て
侍
御
史
が
多

く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
当
然
、
侍
御
史
は
僻
召
制
と
深
い
関
係

に
あ
る
こ
と
か
ら
、
軍
制
上
の
問
題
を
考
え
る
際
に
、
砕
召
制
は
密

接
に
か
か
わ
っ
て
く
る
。
本
稿
で
も
と
り
あ
げ
る
椅
玄
や
科
高
な
ど

は
そ
の
典
型
的
な
例
で
あ
り
、
石
井
仁
は
「
西
北
の
列
将
」
と
し
て

位
置
づ
け
て
い
る
。
当
該
問
題
に
つ
い
て
は
石
井
『
到
の
武
帝
曹

操
』
(
新
人
物
文
庫
、
二

O
一
O
年
、
初
出
二

O
O
一
年
)
参
照
。

ま
た
漢
末
牧
伯
制
に
つ
い
て
は
同
「
渓
末
州
牧
考
」
(
『
秋
大
史
学
」

三
八
、
一
九
九
二
年
)
参
照
。

(
4
)

漢
代
官
僚
制
に
関
わ
る
基
本
的
研
究
は
、
山
田
勝
芳
「
中
国
の

官
僚
制
束
ア
ジ
ア
官
僚
制
比
較
研
究
序
説
」
(
『
国
際
文
化
研
究

科
論
集
』
一
、
一
九
九
四
年
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(
5
)

福
井
重
雅
『
漢
代
官
吏
登
用
制
度
の
研
究
』

一
九
八
八
年
)

(
6
)

特
に
本
文
で
は
と
り
あ
げ
な
か
っ
た
が
、

(
創
文
社
、

そ
の
他
以
下
の
研
究
が
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代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
努
聡
『
勢
検
事
術
論
文
』
甲
編
(
恋
文
印

書
舘
、
一
九
七
六
年
)
、
部
嗣
百
円
「
中
国
考
試
制
度
史
』
(
学
生
副
首
局
、

一
九
六
六
年
)
、
安
作
障
「
秦
漢
官
吏
法
研
究
』
(
斉
魯
脅
社
、

一
九
九
三
年
)
、
鳶
俊
良
『
漠
朝
典
章
制
度
」
(
吉
林
文
史
出
版
社
、

二
O
O
一
年
)
、
楊
学
為
総
主
編
『
中
国
考
試
通
史
』
巻
一
(
首
都

師
範
大
学
出
版
、
二

O
O
四
年
)
、
楊
智
穏
・
王
興
亜
『
中
国
考
試

管
理
制
度
』
(
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
一
O
O
七
年
)
等
。

(
7
)

黄
留
珠
「
秦
漠
仕
進
制
度
』
(
西
北
大
学
出
版
社
、
一
九
八
四
年
)

(
8
)

陳
茂
同
『
中
国
歴
代
選
官
制
度
』
(
事
師
範
大
学
出
版
社
、

一
九
九
四
年
)

(
9
)

閥
歩
克
「
察
挙
制
度
変
遷
史
稿
』
(
遼
寧
大
学
出
版
社
、

一
九
九
七
年
)

(
叩
)
前
掲
注
5
楠
井
論
若
鳥
℃
合
唱
。

(
U
)

注
1
束
論
文
。

(
ロ
)
「
外
戚
」
に
つ
い
て
東
は
「
貴
戚
」
の
誌
を
用
い
て
い
る
。

(
四
)
後
漢
の
「
砕
召
」
に
は
二
種
あ
る
。
一
つ
は
「
公
府
砕
召
(
昨
除
)
」

で
、
上
公
(
太
僻
・
大
将
軍
)
及
ぴ
三
公
(
太
尉
司
徒
・
司
空
)

の
牌
召
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
「
地
方
僻
召
(
砕
除
)
」
で
、
刺
史

及
ぴ
太
守
の
砕
召
で
あ
る
。
何
れ
の
場
合
も
、
昨
主
の
幕
僚
と
な
る

た
め
、
中
央
官
で
は
な
い
。
な
お
太
守
の
畔
召
の
場
合
、
制
度
上
、

所
管
の
刺
史
府
の
承
認
を
必
要
と
す
る
(
注

5
楠
井
論
著
由
8
1

H
H
U
司
)
。
後
漢
研
究
に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
事
の
多
い
「
僻
召
」
と

は
「
公
府
砕
召
」
を
指
す
。

僻
召
制
は
、
制
度
そ
れ
自
体
は
前
漢
よ
り
続
く
も
の
で
あ
る
。
ま

た
選
挙
請
託
に
絡
ん
で
三
公
の
酔
召
が
問
題
祝
さ
れ
る
事
例
自
体

は
、
確
か
に
安
帝
末
よ
り
存
在
す
る
(
列
伝
四
四
「
楊
震
伝
」
)
。
そ

の
占
、
に
於
い
て
束
の
認
識
は
正
し
い
の
だ
が
、
し
か
し
第
三
章
、
第

四
章
と
も
関
わ
る
が
、
順
帝
期
に
お
い
て
、
昨
召
に
対
す
る
改
革
の

動
き
は
見
ら
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
選
挙
請
託
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し

て
、
孝
康
改
革
と
畔
召
の
問
題
を
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

加
え
て
砕
召
制
の
価
値
の
変
化
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
昨
召
に
お
け

る
選
挙
腐
敗
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
論
で
触
れ
る
が
、
安
帝
期
以

前
と
順
帝
期
以
後
で
は
意
味
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
、
わ
け
て
考
え

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

(
M
)

後
漢
に
お
け
る
刺
史
太
守
の
人
選
は
、
制
度
上
、
三
公
も
し
く

は
尚
書
が
お
こ
な
っ
て
い
た
事
が
わ
か
っ
て
い
る
。
制
度
上
は
三
公

に
帰
さ
れ
る
べ
き
権
限
で
あ
ろ
う
が
、
時
期
に
よ
っ
て
三
公
が
選
考

に
関
わ
っ
た
事
例
と
尚
書
が
関
わ
っ
た
事
例
が
あ
る
。

県
令
・
県
長
人
事
は
少
し
複
雑
で
あ
る
。
ま
ず
孝
康
の
場
合
、
光

職
勅
に
属
す
る
三
署
(
五
官
・
左
右
)
の
郎
中
と
な
る
。
そ
の
後
、

光
職
動
及
び
所
属
の
長
官
の
審
査
を
経
て
推
薦
さ
れ
た
者
が
昇
進
す

る
。
年
齢
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
県
令
ク
ラ
ス
の
千
石
の
地
位
か
ら

県
長
ク
ラ
兄
の
四
百
石
，
三
百
石
の
地
位
に
返
る
。
選
考
に
つ
い
て

は
尚
容
が
か
か
わ
っ
て
い
る
事
例
が
多
い
。
茂
才
の
場
合
、
察
挙
権

は
三
公
と
刺
史
の
み
有
す
る
。
察
挙
さ
れ
た
時
点
で
、
三
署
郎
を
経

る
こ
と
無
く
、
県
令
待
遇
の
地
位
に
就
く
事
が
で
き
る
。
も
し
刺
史

太
守
令
長
に
適
任
者
を
選
ぶ
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

直
接
的
に
効
果
が
あ
る
の
は
、
人
事
椛
を
有
し
て
い
る
三
公
尚
書

の
権
限
に
介
入
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(
日
)
波
遺
将
智
「
両
淡
代
に
お
け
る
公
府
・
将
軍
府
|
政
策
形
成
の
制



皮
的
変
避
を
中
心
に
」
(
『
史
滴
』
二
八
、
ニ

O
O
六
年
)
、
「
政
策
形

成
と
文
書
伝
達
後
漢
尚
書
牽
の
機
能
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
史
観
』

一
五
九
、
二

O
O
八
年
)
。
及
び
注
l
波
逃
論
文
。
ま
た
「
徴
召
」

に
つ
い
て
は
注
5
福
片
論
著
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
福
井
・
渡
溢

両
氏
に
共
通
す
る
指
摘
で
あ
る
が
、
徴
召
制
の
隆
盛
は
、
後
漢
中
期

の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
徴
召
は
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。

基
本
的
に
後
漢
の
全
時
期
を
過
し
て
、
徴
召
さ
れ
た
場
合
は
光
総
動

「
文
属
」
の
議
郎
と
な
り
、
そ
の
後
、
干
石
か
ら
真
二
千
石
の
地
位

に
昇
進
し
て
い
く
。
皇
帝
か
ら
詔
が
下
っ
て
「
針
策
」
し
、
対
策
内

容
が
良
か
っ
た
者
が
徴
召
さ
れ
る
場
合
や
、
緊
急
時
、
三
公
に
詔
が

下
っ
て
人
材
を
選
定
し
、
徴
召
す
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。

利
(
凶
)
前
掲
注
5
福
井
論
著

H
S
N
S
参
照
。

仲
(
口
)
前
掲
注
5
福
井
論
著
参
照
。

吋
な
お
、
孝
牒
・
茂
才
僻
召
の
そ
れ
ぞ
れ
の
昇
進
モ
デ
ル
を
示
せ

引
ば
次
の
如
く
な
る
。

机

【

孝

康

]

致
察
挙
↓
三
署
郎
(
比
三
百
石
)
↓
三
百
石
(
小
県
長
ク
ラ
ス
)
↓

制
四
百
石
(
中
県
長
ク
ラ
ス
)
↓
千
石
(
県
令
ク
ラ
ス
)
↓
真
二
千
石

川
吋
(
太
守
ク
ラ
ス
)

伽

【

茂

才

]

剤
察
挙
↓
千
石
(
県
令
ク
ラ
ス
)
↓
真
二
千
右
(
太
守
ク
ラ
ス
)

酬

【

野

口

】

後
僻
召
↓
公
府
抜
↓
侍
御
史
↓
刺
史
・
二
千
石

砕
召
の
研
究
で
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
な
い
が
、
砕
召
時
の
年
齢
を

考
慮
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
と
息
わ
れ
る
。
た
だ
年
齢
が
判
明
す

41 

る
ケ
ー
ス
は
少
な
い
。
も
っ
と
も
若
い
事
例
は
胡
碩
(
『
察
中
郎
集
』

巻
五
「
限
留
太
守
胡
公
碑
」
)
と
孔
融
(
列
伝
六
十
)
で
、
と
も
に

三
十
二
歳
で
昨
召
さ
れ
て
い
る
。
と
も
に
盆
帝
期
の
事
例
で
あ
る
。

そ
の
他
、
数
少
な
い
事
例
を
み
る
に
、
概
ね
四
十
歳
前
後
で
あ
る
。

断
定
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
程
度
の
年
齢
に
な
ら
な
け
れ
ば
砕
召
対

象
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
起
家
の
段

階
か
ら
二
千
石
の
地
位
に
至
る
ま
で
の
期
間
は
砕
召
が
最
短
で
は
あ

る
が
、
二
千
石
に
就
任
す
る
年
齢
と
い
う
点
で
言
え
ば
、
孝
康
を
経

た
場
合
と
、
そ
れ
ほ
ど
大
差
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
四
)
あ
る
い
は
漢
熱
交
替
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
僻
召
制
が

市
M

操
集
団
の
勢
力
伸
長
の
一
助
と
な
っ
た
し
、
ま
た
曹
操
の
司
空
府
、

丞
相
府
へ
の
榊
召
を
通
し
て
漢
貌
交
替
の
基
盤
が
作
ら
れ
た
。
こ
れ

ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
五
井
直
弘
「
後
漢
時
代
の
官
吏
登
用
制
「
砕

召
」
に
つ
い
て
」
(
『
歴
史
学
研
究
』
一
七
八
、
一
九
五
四
年
)
、
矢

野
主
税
「
漢
貌
の
牌
召
制
研
究
」
(
『
長
大
史
学
』
三
、
一
九
五
四
年
)
、

川
勝
義
雄
「
曹
採
草
団
の
構
成
に
つ
い
て
」
(
『
来
方
学
報
』
二
五
、

一
九
五
四
年
)
、
同
「
貌
晋
南
朝
の
門
生
放
吏
」
(
『
東
方
学
報
』

二
八
、
一
九
五
八
年
)
等
参
照
。

(
凶
)
『
貌
志
』
巻
六
「
裳
紹
伝
」

(
初
)
前
掲
注
国
論
文
参
照
。

(
幻
)
「
後
漢
の
三
公
に
み
ら
れ
る
起
家
と
出
自
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋
史

研
究
』
二
一
六
、
一
九
六
四
年
)
、
及
び
同
「
漠
代
の
選
挙
と
官
僚
階
級
」

(
『
東
洋
学
報
』
四
一
、
一
九
七
O
年
)

(
忽
)
公
府
捻
そ
れ
自
体
も
重
要
な
位
置
を
も
っ
地
位
で
あ
る
。
例
え
ば

橋
、
一
水
義
隆
「
漢
代
に
お
け
る
尚
舎
と
内
朝
」
(
「
東
洋
史
研
究
』
七
一
ー
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二
、
二

O
二
一
年
)
に
お
い
て
も
、
三
公
捻
の
重
要
性
に
つ
い
て
触

れ
ら
れ
て
い
る
。
尚
書
が
皇
帝
の
「
喉
舌
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

三
公
捺
は
、
二
一
公
の
「
喉
舌
」
で
あ
る
と
点
を
確
認
す
る
も
の
で
あ

る
。
な
お
氏
の
論
文
で
は
、
両
漠
期
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、

あ
る
い
は
直
接
本
旨
に
か
か
わ
ら
な
い
事
も
あ
っ
て
か
、
=
一
公
抹
が

「
喉
舌
」
官
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
時
期
や
、
あ
る
い
は

三
公
そ
の
も
の
の
権
限
の
問
題
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

(
幻
)
前
掲
注
5
福
井
論
著
。

(
斜
)
西
川
利
文
「
後
漢
の
官
吏
登
用
法
に
関
す
る
こ
、
二
一
の
問
題
」
(
『
仰

教
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
」
一
五
、
一
九
八
七
年
)
「
漢
代
僻
召
制

の
確
立
」
(
『
臨
時
陵
史
学
』
一
五
、
一
九
八
九
年
)
参
照
。
な
お
西
川

の
砕
召
理
解
に
お
け
る
三
公
府
の
役
割
、
す
な
わ
ち
「
人
材
パ
ン
ク
」

と
し
て
理
解
す
る
点
は
、
よ
り
表
現
に
正
確
を
期
す
必
要
は
あ
る
が
、

基
本
的
に
は
賛
同
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
昨
召
に
限
ら
ず
、
よ
り

巨
視
的
な
観
点
に
た
っ
て
、
ニ
一
公
府
の
役
割
を
規
定
す
る
必
婆
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
お
)
紙
屋
正
和
「
第
五
編
第
二
一
章
後
漢
時
代
に
お
け
る
地
方
行
政

と
三
公
制
度
」
(
『
漢
時
代
に
お
け
る
郡
県
制
の
展
開
』
朋
友
香
庖
、

ご

O
O九
年
)

(
お
)
注
1
及
び
注
目
、
渡
遺
論
文
。

(
幻
)
注
幻
論
文
。
こ
の
昇
進
ル

1
ト
の
出
現
と
定
着
の
見
解
に
つ
い
て

は
そ
の
後
の
研
究
に
於
い
て
も
肯
定
的
に
粧
承
さ
れ
て
い
る
。
永
田
・

福
井
両
氏
は
「
後
漢
後
期
」
の
事
と
し
て
砕
召
制
隆
盛
の
時
期
に
は

明
言
し
て
お
ら
れ
な
い
。
西
川
は
事
例
を
網
羅
的
に
研
究
し
、
砕
召

そ
れ
自
体
は
後
漢
前
期
よ
り
運
用
さ
れ
て
い
る
と
理
解
し
て
い
る
。

た
だ
し
後
漢
前
期
の
事
例
は
、
単
発
的
な
物
で
あ
り
、
か
っ
そ
の
後

の
昇
進
ス
ピ
ー
ド
の
追
い
な
ど
は
言
及
し
て
い
な
い
。
ま
た
砕
召
制

と
密
接
に
か
か
わ
る
侍
御
史
人
事
に
お
い
て
、
順
帝
時
代
に
変
化
が

あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
を
含
め
て
再

評
価
す
る
必
要
性
が
あ
る
。
本
論
に
お
い
て
は
、
概
ね
永
田
福
井

氏
の
立
場
に
従
う
。

(
お
)
前
掲
目
論
文
。

(
却
)
「
禁
中
郎
集
』
の
巻
数
は
四
部
設
刊
所
収
の
蘭
冨
堂
本
に
従
っ
た
。

テ
キ
兄
ト
は
、
開
雪
堂
本
を
底
本
に
、
「
禁
中
郎
集
忠
経
逐
次
索
引
』

(
商
務
院
書
館
、
一
九
九
八
年
)
を
参
考
に
し
た
。
な
お
「
橋
」
字

は
「
喬
」
字
と
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
『
後
漢
書
』
に
従
い
「
橋
玄
」

で
統
一
し
た
。

(
初
)
上
公
は
宰
相
た
る
三
公
よ
り
も
上
位
の
官
で
あ
る
。
上
公
に
あ
た

る
の
は
太
博
と
大
勝
寧
の
み
で
、
と
も
に
常
設
の
官
で
は
な
い
。

(
氾
)
「
大
路
軍
梁
公
幕
府
」
は
梁
商
と
梁
奨
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

「
充
実
匪
茄
、
震
躍
脚
漠
」
は
、
本
紀
六
「
順
帝
紀
」
陽
嘉
三
(
一
三
四
)

年
僚
に
見
え
る
、

秋
七
月
庚
成
、
鍾
先
冠
腕
西
・
漢
陽
。

を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
同
年
十
月
に
こ
れ
を
破
っ
た
記
事
が
見
え
る

が
、
錘
売
の
反
乱
は
す
で
に
順
帝
の
永
建
元
年
よ
り
恒
常
化
し
て
お

り
、
ま
た
そ
の
後
も
戦
闘
は
継
続
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
本
紀
か
ら
確

認
で
き
る
。
大
将
軍
は
梁
商
を
指
し
、
こ
の
後
に
砕
召
さ
れ
た
も
の

と
恩
わ
れ
る
。

(
沼
)
列
伝
四
六
「
利
嵩
伝
」
。
な
お
公
府
に
砕
召
さ
れ
た
後
、
公
府
機

と
な
る
。
公
府
抜
か
ら
高
第
に
挙
げ
ら
れ
侍
御
史
に
選
る
期
間
は
人



に
よ
っ
て
異
な
る
。
短
け
れ
ば
一
年
に
満
た
ず
、
長
け
れ
ば
数
年
公

府
抜
に
留
ま
る
こ
と
も
あ
る
(
列
伝
三
八
「
臨
劫
伝
」
)
。

(
お
)
列
伝
四
四
「
楊
震
伝
付
楊
乗
伝
」
。

(
斜
)
「
後
漢
書
」
は
、
前
半
期
と
後
半
期
に
、
拠
っ
た
と
思
わ
れ
る
史

料
に
変
化
が
あ
る
、
も
し
く
は
『
来
観
漢
記
』
の
性
質
上
、
時
期
に

よ
っ
て
書
き
方
が
か
わ
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
後
漢
前
半
期
の
人
物

の
伝
に
は
、
経
歴
が
省
略
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
い
。
明
ら
か
に

砕
召
さ
れ
「
抹
腐
↓
侍
御
史
」
と
い
う
コ

l
ス
を
経
て
三
公
に
至
る

ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
当
該
期
全
体
の
中
で
は
少
数
で
あ
り
、

か
つ
本
文
で
も
言
及
し
た
が
、
侍
御
史
や
刺
史
、
あ
る
い
は
抜
・
腐

が
、
本
来
の
職
掌
に
加
え
て
、
制
度
的
に
重
要
な
意
味
を
持
つ
に
至

刷
る
の
は
安
帝
順
帝
期
の
こ
と
で
あ
る
。

伸
(
お
)
棋
井
芳
朗
「
御
史
制
度
の
形
成
(
上
下
)
」
(
『
東
洋
学
報
』

マ
二
三
二
三
、
一
九
三
六
年
)
及
ぴ
竹
園
卓
夫
「
後
漢
安
帝
以
後

引
に
お
け
る
刺
史
の
軍
事
に
関
す
る
覚
え
書
き
」
(
『
柏
市
刊
東
洋
学
』

恥
三
二
、
一
九
七
七
年
)
参
照
。

刑
判
(
お
)
こ
れ
ら
漢
の
制
度
的
規
定
で
は
「
嫁
・
腐
」
と
さ
れ
る
が
、
現
存

制
す
る
事
例
の
す
べ
て
は
、
公
府
嫁
が
高
第
に
挙
げ
ら
れ
て
侍
御
史
と

胤
な
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
も
と
よ
り
属
の
野
口
事
例
は
き
わ
め
て

初
少
な
い
。
正
確
に
は
「
公
府
捻
岡
崎
」
と
す
る
よ
り
、
「
公
府
抹
」
か

蘇
ら
侍
御
史
が
遊
ば
れ
て
い
た
と
す
る
ほ
う
が
正
し
か
ろ
う
。
な
お

酬
「
腐
」
の
事
例
は
「
漢
故
腐
門
大
守
鮮
子
君
碑
」
に
見
え
る
が
、
抜

後
の
場
合
と
は
異
な
っ
た
ル
l
ト
を
辿
る
。

(
幻
)
茶
質
は
伝
が
無
く
、
経
歴
は
不
詳
。
察
邑
の
叔
父
で
あ
り
、
制
度

に
関
す
る
知
識
は
豊
富
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
術
尉
は
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九
卿
、
大
臣
の
職
で
あ
る
。

(
お
)
司
馬
彪
の
『
続
漢
語
』
の
百
官
志
で
あ
る
。
も
と
も
と
活
路
『
後

漢
書
』
に
は
士
山
が
無
い
。
後
に
劉
昭
に
よ
っ
て
『
縦
漢
書
』
の
志
が

組
み
込
ま
れ
た
。
た
だ
現
行
『
後
漢
書
」
に
、
こ
の
記
事
は
見
え
な

い
の
で
、
『
大
平
御
覧
』
よ
り
引
用
し
た
。

(
鈎
)
宰
土
と
は
三
公
の
捻
属
の
こ
と
で
あ
る
。
他
に
、
「
陪
隷
」
と
の

表
現
(
列
伝
六
回
上
「
裳
紹
伝
」
)
も
見
え
る
。
侍
御
史
の
秩
右
は

六
百
石
で
、
抜
岡
崎
は
比
四
百
石
か
ら
比
二
百
石
で
あ
る
。
一
方
刺
史
・

議
郎
は
六
百
石
、
太
守
に
歪
つ
て
は
真
二
千
石
で
あ
り
、
「
他
選
を

紹
」
っ
て
以
降
は
、
秩
石
の
下
の
も
の
が
上
の
地
位
に
昇
進
す
る
と

い
う
形
態
と
な
っ
た
。

(
岨
)
街
宏
『
渓
哲
偽
』
。

(
位
)
本
紀
六
「
順
帝
紀
」
陽
嘉
元
年
閏
十
二
月
辛
卯
娘
。

(
位
)
注
5
福
井
論
著
。

(
必
)
注
5
福
井
論
著

N
S。

(
叫
)
丙
辰
、
以
太
皐
新
成
、
試
明
経
下
第
者
補
弟
子
、
増
甲
・
乙
科

員
各
十
人
。
除
郡
園
者
儒
九
十
人
補
郎
舎
人
。
(
本
紀
六
「
順

帝
期
」
)

順
帝
紀
で
は
、
陽
嘉
元
年
七
月
係
に
記
事
が
あ
る
。
た
だ
し
同
年

七
月
の
朔
は
丙
子
で
あ
り
、
丙
辰
の
日
は
存
在
し
な
い
。
丙
辰
記
事

の
後
、
九
月
僚
と
な
る
の
で
、
八
月
の
記
事
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い

は
「
八
月
」
字
の
脱
落
か
。

(
何
)
所
関
、
儒
家
官
僚
と
法
家
官
僚
。
注
5
福
井
論
著
の
指
摘
す
る
通

り
、
前
楳
武
帝
以
降
も
、
ま
た
後
漢
で
も
、
孝
康
の
祭
挙
対
象
と
な

る
の
は
、
儒
家
官
僚
だ
け
と
は
限
ら
ず
、
そ
の
割
合
は
半
々
で
あ
っ
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た
と
思
わ
れ
る
。
「
諸
生
」
、
所
調
儒
家
的
教
義
を
も
っ
た
者
は
、
そ

の
「
家
法
」
、
す
な
わ
ち
家
学
に
よ
っ
て
課
試
さ
れ
、
法
家
的
官
僚

と
さ
れ
る
「
文
吏
」
は
、
文
書
行
政
上
の
事
務
知
識
が
審
査
さ
れ
た
。

(
必
)
注
5
福
持
論
者

5
8
で
は
、
こ
の
記
事
を
引
い
て
州
の
茂
才
利

の
こ
と
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
察
挙
科
目
の
「
茂

才
」
で
は
な
く
、
一
般
的
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
、
特
別
有
能
な
者

と
い
っ
た
意
味
で
あ
ろ
う
。

(
幻
)
列
伝
二
一
一
「
奨
宏
附
奨
俗
伝
」
永
平
元
年
保
。

(
必
)
邪
義
国
「
束
漢
察
挙
孝
康
的
年
齢
隈
制
」
(
「
秦
漢
史
論
稿
』
甲
部

四
、
東
大
図
書
公
司
、
一
九
八
七
年
)

(
必
)
注
1
束
論
文
。

(
印
)
そ
の
他
の
察
挙
科
目
の
課
試
へ
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
注
6
、
楊

学
為
論
文
等
参
照
。

(
日
)
列
伝
三
四
「
胡
庇
伝
」

(
臼
)
『
J

訓
事
記
』
巻
一
一
「
侍
郎
郎
中
員
外
郎
」
項
に
、

漢
官
日
「
尚
書
郎
、
初
従
三
署
郎
選
詣
尚
脅
亙
試
。
毎
一
郎
放
、

則
試
五
人
、
先
試
築
奏
。
初
入
選
、
郁
郎
中
、
湖
歳
籾
侍
郎
。
」

と
見
え
る
尚
書
郎
選
定
の
際
の
基
準
か
ら
す
れ
ば
、
胡
債
の
事
例
は

こ
れ
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
。

(
日
)
例
え
ば
列
伝
八
十
下
「
文
苑
・
高
彪
伝
」
に
は
、

後
郡
悲
孝
康
試
、
経
第
て
除
郎
中
。

と
見
え
、
霊
帝
期
に
も
課
試
の
事
例
が
見
え
る
。
ま
た
限
年
制
に
つ

い
て
は
、
『
貌
志
』
巻
ご
「
文
帝
紀
」
黄
初
三
年
正
月
庚
午
候
に
み

え
る
詔
に
よ
っ
て
、
制
度
上
廃
止
さ
れ
た
。
し
か
し
認
試
制
自
体
は

廃
止
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

(
悦
)
三
署
郎
。
一
ニ
署
は
五
官
署
・
左
署
・
右
署
で
光
称
勅
に
属
す
る
。

孝
廉
に
察
挙
さ
れ
た
も
の
や
、
任
子
等
に
与
え
ら
れ
る
郎
中
も
、
こ

の
三
署
に
配
属
さ
れ
る
。
五
官
署
に
限
っ
て
孝
康
郎
で
年
五
十
以
上

と
の
規
定
が
あ
る
(
『
漢
官
』
及
び
「
淡
官
儀
」
等
)
。

(
回
)
吉
川
忠
夫
「
後
漢
書
第

7
冊
列
伝
五
』
(
岩
波
書
居
、

二
O
O
四
年
、
邑
8
4
-
e
)
で
は
胡
三
省
説
、
恵
秘
説
を
紹
介
し

た
上
で
、
「
思
棟
の
『
後
漢
書
補
注
』
は
、
端
門
に
お
い
て
「
積
試

す
る
(
再
度
試
験
す
る
と
こ
と
だ
と
す
る
。
本
巻
の
黄
喰
伝
を
参

照
す
れ
ば
、
恵
槻
の
説
が
正
し
い
」
と
し
て
い
る
。

ま
た
波
法
義
治
『
全
課
後
抽
出
番
」
第
一
六
冊
(
汲
古
書
院
、

三
O
O六
年
、

H
泊
予
N
H
M
M
司
)
で
は
、
当
該
箇
所
を
「
副
本
を
(
宮

殿
の
正
南
円
で
あ
る
)
端
門
に
納
め
(
再
度
試
験
を
行
い
)
、
彼
ら

の
(
能
力
の
)
虚
実
を
熟
知
し
、
そ
れ
に
よ
り
優
れ
た
才
能
を
見
出

し
、
そ
れ
に
よ
り
風
俗
を
美
し
く
い
た
し
ま
し
ょ
う
。
」
と
訳
し
て

い
る
。
副
本
を
端
門
に
納
め
る
と
す
る
が
、
そ
れ
を
「
再
度
試
験
」

を
行
っ
た
こ
と
と
解
し
て
い
る
。

(
国
)
答
案
か
。
あ
る
い
は
第
四
章
で
ふ
れ
る
官
吏
選
考
の
際
の
手
続
き

と
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
答
案
に
行
状
を
含
め
た
も
の
が
、
最

低
限
提
出
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

(
貯
)
前
掲
注
9
潤
論
文
で
は
、
「
副
」
は
「
桜
」
字
の
誤
り
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
黄
現
俸
の
「
覆
」
字
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
。
『
後

漢
紀
』
当
該
箇
所
で
は
「
覆
」
と
な
っ
て
お
り
、
考
慮
す
る
必
要
は

確
か
に
あ
ろ
う
。
た
だ
「
副
」
に
し
て
も
「
覆
」
に
し
て
も
、
「
再

審
査
」
か
「
再
試
験
」
か
の
問
題
に
は
関
わ
ら
な
い
。

(
回
)
列
伝
五
一
「
左
雄
伝
」
在
引
、
謝
承
『
後
漢
書
』



(
ぬ
)
隙
帯
と
李
府
は
鎚
鋼
に
絡
ん
で
処
刑
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
阪
球

は
識
鋼
後
、
光
和
一
亙
。
に
刑
死
す
る
が
、
隙
務
、
李
仰
と
同
じ
く
{
臣

官
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。

(
印
)
察
邑
『
獅
断
」
に
よ
れ
ば
、
深
代
群
臣
の
文
書
形
式
に
は
四
種
あ
っ

た
。
本
来
な
ら
ば
そ
の
一
つ
の
「
鮫
議
」
の
事
と
も
思
わ
れ
る
が
、

通
常
、
「
後
漢
詩
』
で
記
さ
れ
る
場
合
は
「
議
」
の
字
が
使
用
さ
れ

る
(
波
辺
信
一
郎
「
天
空
の
玉
座
』
柏
書
房
、
一
九
九
六
年
)
。
ま

た
『
獅
断
』
に
見
え
る
「
駁
説
」
の
書
式
に
し
て
も
、
「
某
官
某
甲

議
以
矯
」
よ
り
始
ま
り
、
「
臣
愚
楠
閣
議
異
」
と
締
め
く
く
る
。
「
後
漢

書
』
及
び
「
後
漢
紀
』
等
で
は
こ
の
部
分
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、

必
ず
「
某
官
某
甲
議
以
魚
」
の
部
分
は
「
議
日
」
と
省
略
さ
れ
る
た

利
め
、
駁
議
で
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
群
臣
の
文
書
形
式
の

仲
四
極
は
、
何
れ
も
公
卿
以
下
、
主
に
「
内
」
や
「
中
」
と
称
さ
れ
る

吋
官
を
除
い
た
者
た
ち
の
文
書
形
式
で
あ
る
。
こ
の
「
蚊
議
」
に
し
て

引
も
「
其
有
疑
事
、
公
卿
百
官
舎
議
、
若
憂
悶
有
所
立
慮
同
調
執
意
、

恥
日
鮫
談
。
」
と
あ
る
事
か
ら
見
る
と
、
胡
既
ら
の
鮫
は
一
般
の
駁
議

放
と
は
異
な
っ
た
、
尚
書
憂
内
に
お
け
る
議
論
で
あ
っ
た
の
か
。
一
般

机
的
な
公
卿
以
下
百
官
と
の
、
政
策
決
定
に
関
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
は
異

胤
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

同
(
日
)
永
田
英
正
「
様
代
の
柚
常
識
に
つ
い
て
」
(
『
東
方
学
報
』
四
一
二
、

和

一

九

七

二

年

)

E
 

削
(
位
)
注
l
束
論
文
。

後
(
臼
)
注
印
、
通
常
の
駁
議
に
つ
い
て
参
照
。

(
似
)
こ
の
時
の
対
策
は
、
李
聞
の
他
、
馬
融
・
張
衡
郎
損
な
ど
が
確

認
で
き
る
。
こ
の
際
、
孝
廉
改
革
お
よ
び
官
吏
選
考
の
現
状
手
続
き
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に
つ
い
て
、
批
判
を
し
て
い
る
の
が
張
衡
・
郎
顕
で
あ
っ
た
。
天
下

第
一
と
さ
れ
た
李
固
の
対
策
で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
は
言

及
し
て
い
な
い
し
、
批
判
的
で
は
な
か
っ
た
。

(
筋
)
列
伝
五
三
「
李
閤
伝
」
陽
嘉
二
年
対
策
。

(
侃
)
列
伝
五
一
「
黄
迎
伝
」
。

(
町
山
)
黄
攻
伝
に
お
い
て
「
覆
試
之
作
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
「
覆
」
は
、

官
吏
選
考
m
間
保
の
史
料
に
多
く
見
ら
れ
る
「
夜
祭
」
の
「
夜
」
で
あ

ろ、っ。

(
飴
)
当
初
は
大
司
馬
大
司
徒
大
司
空
の
三
公
制
で
あ
っ
た
。
建
武

二
十
七
(
五
こ
年
、
五
月
丁
丑
(
一
こ
以
降
、
太
尉
・
司
徒
・

司
空
の
三
公
制
と
な
っ
た
。

(ω)
列
伝
二
十
下
「
郎
頗
伝
」
陽
嘉
二
年
正
月
僚
の
上
言
お
よ
ぴ
対
策
。

(
初
)
本
紀
三
「
章
帝
期
」
永
平
十
八
年
十
月
丁
未
保
。

(n)
列
伝
三
四
「
徐
防
伝
」
。

(η)
本
紀
六
「
順
帝
期
」
永
建
元
年
九
月
辛
亥
係
。

(
ね
)
『
後
漢
紀
』
巻
二
四
・
中
平
元
年
三
月
壬
子
保
「
邑
強
附
伝
」
で
は
、

沓
選
奉
委
任
三
府
、
尚
書
受
奏
御
而
巴
、
各
受
試
用
、
責
以
成

功
。
功
無
可
察
、
以
事
付
尚
謡
、
尚
書
乃
覆
案
虚
賞
、
行
其
罪

罰
。
於
是
三
公
毎
有
所
選
、
参
議
捻
属
、
苔
其
行
状
、
度
其
器

能。

と
な
っ
て
お
り
、
「
捻
腐
に
参
議
」
し
「
其
の
行
欣
を
杏
」
る
よ
う

に
な
る
ま
で
に
、
段
階
を
踏
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
本
論
で
も

触
れ
た
が
、
一
三
公
が
選
挙
に
預
か
る
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
陽
嘉
元

年
頃
と
み
て
よ
く
、
こ
こ
で
言
う
「
哲
」
の
時
期
は
順
帝
期
を
指
す

も
の
で
あ
ろ
、
っ
。
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(
九
)
注
1
束
論
文
。

(
花
)
列
伝
五
四
「
史
弼
伝
」
。

(
祁
)
た
と
え
ば
列
伝
五
三
「
李
固
伝
」
に
、
順
帝
末
の
事
と
し
て
次
の

語
聞
を
載
せ
て
い
る
。

先
是
周
奉
等
入
使
案
察
天
下
、
多
所
劾
奏
、
其
中
並
是
宣
者
親

属
、
師
免
請
乞
、
詔
遂
令
勿
考
。
又
沓
任
三
府
選
令
史
、
光
職

試
尚
書
郎
、
時
皆
特
拝
、
不
復
選
試
。
固
乃
奥
廷
尉
呉
雄
上
琉
、

以
矯
八
使
所
糾
、
{
且
急
珠
罰
、
選
磯
署
置
、
可
蹄
有
司
。
帝
感

其
一
吾
一
一
回
、
乃
吏
下
免
人
使
所
奉
刺
史
二
千
石
、
自
是
稀
復
特
拝
、

切
責
三
公
、
明
加
考
察
、
朝
廷
稽
普
。

こ
れ
は
孝
廉
の
察
挙
も
し
く
は
令
・
長
の
選
考
で
は
な
く
刺
史
・

二
千
石
人
事
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
刺
史
・
太
守
・
図
相
人

事
に
問
題
が
あ
っ
た
際
、
「
切
に
三
公
を
責
め
」
る
。

(
行
)
公
府
は
上
公
も
含
ま
れ
る
。
た
だ
し
現
在
収
集
し
得
る
事
例
か
ら
、

太
僻
・
大
将
軍
太
尉
・
司
徒
司
空
の
う
ち
、
太
僻
府
砕
召
の
み

存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
常
設
の
官
で
な
か
っ
た
こ
と
が
関
係
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
お
太
僻
府
に
僻
召
対
象
と
な
る
捻
が
存
在
す

る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
『
禁
中
郎
集
』
巻
四
「
胡
公
碑
」
に
は
、

抜
と
し
て
、
王
允
・
畢
整
等
の
名
が
あ
が
っ
て
い
る
。

(
花
)
官
吏
選
考
の
権
限
は
順
帝
期
に
は
三
公
府
に
回
収
さ
れ
る
が
、
孝

康
に
察
挙
さ
れ
た
郎
官
が
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
う
つ
る
際
の
選
考
に
は

関
与
し
な
い
。
適
格
者
の
人
選
(
謀
試
)
は
尚
書
郎
人
事
と
同
じ
く

光
総
動
お
よ
び
三
署
の
長
官
(
五
官
左
・
右
中
郎
務
)
に
よ
っ
て

行
わ
れ
、
配
属
先
の
決
定
は
尚
書
が
お
こ
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

(
乃
)
茂
才
に
つ
い
て
も
前
掲
注
5
福
羽
論
著
に
詳
し
い
。

(
山
山
)
酔
召
お
よ
び
そ
の
後
の
昇
進
の
ル
l
ト
で
あ
れ
ば
、
そ
の
後
の
経

路
の
ほ
と
ん
ど
で
、
選
考
に
三
公
が
直
接
関
与
す
る
。
孝
廉
の
ル
ー

ト
で
あ
れ
ば
、
初
期
は
間
接
的
に
、
そ
の
後
、
重
要
な
官
職
に
遜
る

際
に
、
二
一
公
が
直
接
関
与
す
る
。

(
剖
)
一
体
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
は
、
は
や
く
は
李
聞
の
対
策
に
見
え
る
。

(
列
伝
五
一
一
一
「
事
国
伝
」
)

(
位
)
孝
康
も
含
め
た
諸
々
の
察
挙
科
目
の
諜
試
へ
の
流
れ
は
、
前
掲
注

6

「
中
国
考
試
通
史
』
等
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

(
お
)
和
帝
の
皇
后
部
氏
の
こ
と
。
死
後
、
砺
帝
期
及
び
安
帝
期
の
長
き

に
わ
た
っ
て
「
臨
朝
抑
制
制
」
の
状
態
に
あ
っ
た
。

(
加
)
軍
事
行
動
を
と
も
な
、
っ
有
事
の
際
の
刺
史
侍
御
史
の
派
遣
に
つ

い
て
は
L

伍
お
論
文
京
9

照。

【
補
記
】
本
稿
脱
稿
後
、
渡
漣
将
智
『
後
漢
の
皇
帝
支
配
体
制
と
政
治
制

度
の
構
造
』
(
早
稲
田
大
学
出
版
部
・
早
稲
田
大
学
モ
ノ
グ
ラ
フ

六
五
、
二

O
一
二
年
)
が
出
版
さ
れ
た
。
本
論
で
取
り
上
げ
た
論
文
も
収

め
ら
れ
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。




